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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２４年６月分）について

平成 24 年 6 月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２４年８月１７日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２４年６月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（以下「事務処理誤り等」という。社会保険庁時代のものを含

む。）について、６月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な報

告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたもの。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた193件のうち、公表可能な128

件及びシステム事故2件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の１９３件を対象とし

ています。

１ 事務処理誤り等区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1件 （0.5%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84件（43.5%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19件 （9.9%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12件 (6.2%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11件 （5.7%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 （3.1%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5件 （2.6%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8件 （4.2%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1件 （0.5%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46件（23.8%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、お客様への不審電話等、通常の業務処理の流れの

中での誤りには該当しないもの〕

合計 193件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25件 （12.9%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 (3.1%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10件 （5.2%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20件 (10.4%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86件 （44.6%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46件 （23.8%）

合計 193件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理誤り等区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

1 10 7 5 1 0 0 1 0 0 25

(0) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3)

厚生年金

徴収関係

0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 6

(0) (0) (1) (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (3)

国民年金

適用関係

0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 10

(0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

国民年金

徴収関係

0 6 3 2 5 0 0 3 0 1 20

(0) (2) (0) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (4)

年金給付

関係

0 63 4 3 5 2 5 3 1 0 86

(0) (10) (1) (0) (0) (1) (2) (0) (0) (0) (14)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 46

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (38) (39)

計
1 84 19 12 11 6 5 8 1 46 193

(0) (14) (5) (2) (1) (3) (2) (0) (0) (38) (65)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120件（62.2%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16件 （8.3%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10件 (5.2%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47件（24.3%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 193件（100.0%）

（２）原因別･事務処理誤り等区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表

受付時
の書類

管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅

延
入力誤り

通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類

管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
1 73 9 12 11 6 1 6 0 1 120

(0) (10) (3) (2) (1) (3) (0) (0) (0) (0) (19)

適用・認識誤り
0 10 2 0 0 0 4 0 0 0 16

(0) (3) (0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (0) (5)

届書等の放置
0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 10

(0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

その他
0 1 0 0 0 0 0 0 1 45 47

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (38) (39)

計
1 84 19 12 11 6 5 8 1 46 193

(0) (14) (5) (2) (1) (3) (2) (0) (0) (38) (65)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係 その他 計

確認不足
18 6 8 17 70 0 1 120

(2) (3) (2) (3) (8) (0) (1) (19)

適用・認識誤り
3 0 1 1 11 0 0 16

(0) (0) (0) (0) (5) (0) (0) (5)

届書等の放置
4 0 1 1 4 0 0 10

(1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (2)

その他
0 0 0 1 1 0 45 47

(0) (0) (0) (1) (0) (0) (38) (39)

計
25 6 10 20 86 0 46 193

(3) (3) (2) (4) (14) (0) (39) (65)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
9 4 8 15 22 0 46 104

(1) (2) (2) (4) (5) (0) (39) (53)

１万円未満
1 0 1 2 4 0 0 8

(0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2)

１万円以上

５万円未満

2 1 0 3 8 0 0 14

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

５万円以上

１０万円未満

3 0 1 0 11 0 0 15

(0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2)

１０万円以上

５０万円未満

3 1 0 0 16 0 0 20

(0) (0) (0) (0) (4) (0) (0) (4)

５０万円以上

１００万円未満

5 0 0 0 7 0 0 12

(2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

１００万円以上

５００万円未満

2 0 0 0 12 0 0 14

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

５００万円以上
0 0 0 0 6 0 0 6

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

計
25 6 10 20 86 0 46 193

(3) (3) (2) (4) (14) (0) (39) (65)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 19 13,073,098 688,058

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 42 64,509,670 1,535,945

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 11 1,283,020 116,638

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 9 5,242,120 582,458

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 1 79,800 79,800

その他 7 10,364,383 1,480,626

計 89 94,552,091 1,062,383

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

未払いと誤還付がある件 1件 10,422円

過払いと未払いと過徴収がある件 1件 60,586円

過払いと過徴収がある件 1件 951,490円

過払いと未払いがある件 4件 9,341,885円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 78件 （40.4%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 71件 (36.8%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 44件 （22.8%）

合計 193件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

表 ６ システム事故等一覧表

発生年月日 件 名 対象者数 影響区分 総額（円）

2010 年 1 月頃 振込不能に係る再振込の不具合について 5名 未払い 194,256

2011 年12 月28 日
平成２４年２月の年金定期支払における所得税の過徴
収について

71,083名 過徴収 1,666,985,363

（注１）「総額（円）」は、システム事故等によって年金等に影響のあった額の合計金額を表示した。

（注２）システム事故等の詳細は、別添の「日本年金機構の平成 24 年 6 月分システム事故等一覧」を

参照して下さい。



○日本年金機構の平成24年6月分 システム事故等一覧（29ページ）

（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成24年6月分の事務処理誤り等一覧（1～28ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～２２

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６Ｐ 整理番号 ２３～２５

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・７Ｐ 整理番号 ２６～３３

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９Ｐ 整理番号 ３４～４９

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３Ｐ 整理番号 ５０～１２１

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８Ｐ 整理番号 １２２～１２８



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

1

資格喪失
届の回付
漏れにつ
いて

受
付
時
の
書
類
管
理
誤
り

静岡
事務

センター
2011年

12月12日
2012年
1月31日

○委託業者より、開封済封筒を再点検したと
ころ、資格喪失届の抜き漏れがあったとの報
告があり、資格喪失届の回付漏れが判明しま
した。

○送付された封筒開封時の委託業者による
確認が不十分であったものです。

1事業
所1名

過徴収 62,121

○資格喪失届を入力し、資格喪失確認
通知書を事業所が加入する厚生年金
基金経由で事業所あてに送付しまし
た。
○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、過徴収した保険料について、次回
保険料で調整することで了承を得まし
た。また、事業所あてに経過説明の文
書を送付しました。
○過徴収した保険料が次回保険料で
調整されることを確認しました。

○委託業者に対し、送付物開封時確認
の再徹底を要請し、委託業者より担当
者に今回の事象を再周知し、送付物開
封時における複数名による確認を徹底
した旨報告がありました。

内
部

2

算定基礎
届に係る
標準報酬
月額の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 藤沢
2010年
9月17日

2011年
6月21日

○お客様より、標準報酬月額に誤りがある旨
の記載のあるねんきん定期便の年金加入記
録回答票が送付され、確認したところ、算定基
礎届に係る標準報酬月額の決定誤りが判明
しました。

○事業所から提出された算定基礎届（FD）の
記載内容に誤りがありましたが、審査の段階
においてもその誤りを見つけることができずに
処理を進めてしまったことによります。

1事業
所1名

未徴収 699,410

○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、保険料の遡及請求について、了承
を得ました。
○事業所より訂正届を受理し、訂正処
理を行い、次回納付時に請求すること
を確認しました。
○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、正しい記録に訂正したことをお伝え
し、了承を得ました。

○厚生年金適用調査課において、ＦＤ
の一括処理を行う前には、ＦＤに収録さ
れている届書の内容について、慎重に
確認することを周知・徹底しました。
○また、算定基礎届警告リストの内容
についても慎重に確認するよう指示し
ました。

外
部

4

算定基礎
届に係る
標準報酬
月額の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

新潟
事務

センター
2010年
8月16日

2011年
7月12日

○年金事務所より、社会保険労務士から受託
している事業所の算定基礎届の標準報酬月
額についてお問合せがあったとの連絡があ
り、確認したところ、算定基礎届に係る標準報
酬月額の決定誤りが判明しました。

○算定基礎届の平均額欄が空欄であったた
め、当事務センターで平均額を記載した際に、
誤って低い平均額を記載し、決定したもので
す。
○また、決裁においても見落していました。

1事業
所1名

未徴収 159,419

○管理・厚生年金適用グループ長が事
業所にお詫びの上、説明しました。記
録の補正についてはご理解をいただき
ましたが、保険料の納付については、
了承を得られませんでした。
○管理・厚生年金適用グループ長が事
業所に再度お詫びの上、保険料の納
付について了承を得たため、算定基礎
届の補正処理を行い、保険料概算額を
お伝えしました。
○保険料が納付されたことを確認しま
した。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、今回の事象を周知し、届書の審査
等については慎重に確認を行うよう注
意喚起しました。

外
部

資格取得
届の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
大和
高田

3
2011年
7月12日

○A事業所より、送付された健康保険被保険
者証の事業所名が違うとのお申出があり、確
認したところ、A事業所から提出のあった資格
取得届を、同一の事業主様で事業所名も類似
しているB事業所のものとして誤って処理して
いることが判明しました。

○A事業所から資格取得届が送付され、事業
所整理記号欄が空欄だったため、当所におい
て記入した際に、担当者が誤認し、誤ってB事
業所の事業所整理記号を記入したことにより
ます。
○担当者の確認不足及びその後のチェックで
も気付きませんでした。

2事業
所2名

0

○厚生年金適用調査課長がA事業所
及びB事業所の担当者様にお詫びの
上説明し、了承を得ました。
○誤った事業所整理記号で入力したB
事業所分の資格取得届取消処理を行
い、A事業所として正しい事業所整理記
号で入力処理を行い、A事業所の担当
者様に決定通知書をお渡しし、誤って
入力した健康保険被保険者証と決定
通知書を回収しました。また、正しい健
康保険被保険者証は全国健康保険協
会から送付されることをお伝えし、了承
を得ました。

○厚生年金適用調査課において、届書
等の書類を職員が補正する場合は、事
業所名称、所在地、事業主名につい
て、慎重にチェックを行うよう周知・徹底
しました。

外
部

2011年
7月4日 ―

1



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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判明
契機

5

被扶養者
（異動）届
に係る性
別の入力
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

群馬
事務

センター
2011年
8月23日

2011年
8月26日

○社会保険労務士より、事業所に届いた健康
保険被保険者証（被扶養者）の性別が相違し
ている旨のお問合せがあり、確認したところ、
被扶養者（異動）届に係る性別の入力誤りが
判明しました。

○急ぎのため、事務センター担当者が入力し
ましたが、入力後の確認不足によるもので
す。

1事業
所1名

― 0

○担当者が社会保険労務士及び事業
所にお詫びの上説明し、早急に健康保
険被保険者証（被扶養者）を再作成す
ることで了承を得ました。
○担当者が被扶養者（異動）届の性別
訂正入力を行い、全国健康保険協会に
健康保険被保険者証（被扶養者）の事
業所送付を依頼しました。
○担当者が、全国健康保険協会から
事業所あてに健康保険被保険者証（被
扶養者）が送付されたことを確認しまし
た。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、急ぎの処理は、担当者の入力後、
入力した担当者以外の職員が確認を
行うこととしました。

外
部

6

資格取得
届に係る
基礎年金
番号の誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 鶴舞
2003年
11月1日

2011年
9月9日

○Ａ様より、ねんきん定期便に勤務したことの
ない事業所の記載があるとのお問合せがあっ
たとの連絡が他年金事務所からあり、確認し
たところ、Ｂ様の資格取得届の入力の際に、
誤ってＡ様の基礎年金番号で処理しているこ
とが判明しました。

○Ｂ様の資格取得届の審査の際に、基礎年
金番号を新たに払出し付番すべきところ、誤っ
て氏名索引により同姓同名、同一生年月日の
Ａ様の基礎年金番号で処理したものです。
○担当者の確認が不十分であったことにより
ます。

1事業
所2名

― 0

○他年金事務所の担当者がＡ様にお
詫びの上説明し、了承を得ました。ま
た、A様の記録を正しく訂正しました。
○担当者がＢ様にお詫びの上説明し、
了承を得ました。また、新しい年金手帳
を交付し、誤った年金手帳を回収しまし
た。Ｂ様の記録を正しく訂正しました。

○厚生年金適用調査課において、資格
取得時の氏名索引による基礎年金番
号を入力する場合には、慎重に審査・
確認を行うよう周知・徹底しました。

外
部

7

算定基礎
届に係る
標準報酬
月額の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 上野
2009年
8月31日

2011年
9月16日

○事業所より、算定基礎届の標準報酬月額に
係るお問合せがあり、確認したところ、標準報
酬月額の決定を誤っていることが判明しまし
た。

○事業所から提出された算定基礎届の各月
の報酬欄には正しい金額が記載されていまし
たが、平均額欄の報酬月額が１桁少なく記載
されており、誤って決定したものです。
○届書記載内容についての確認不足及び入
力後のチェックにおいても誤りに気付かなかっ
たことによります。

1事業
所1名

未徴収 741,281

○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、次回納付時に請求することで了承
を得ました。
○訂正処理を行い、事業所あてに決定
通知書を送付しました。

○厚生年金適用調査課において、算定
基礎届に係る内容審査及びリストの
チェックを確実に行うよう周知・徹底しま
した。

外
部

8

月額変更
届に係る
標準報酬
月額の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 守口
2011年
8月11日

2011年
9月21日

○事業所の受託会計事務所より、標準報酬
改定通知書についてお問合せがあり、確認し
たところ、月額変更届に係る標準報酬月額の
決定誤りが判明しました。

○本来、届出された月額変更届の修正平均を
基に標準報酬月額を決定すべきところ、単純
平均の欄の報酬月額で誤って決定したもので
す。
○決裁においても誤りに気付かなかったこと
によります。 1事業

所1名
過徴収 10,298

○事業所の受託会計事務所にお詫び
の上説明し、事業所に対しては会計事
務所から伝えるとのお申出があり、お
願いしました。
○事業所の受託会計事務所より、事業
所に説明したところ、次回保険料で調
整することで了承を得たとの連絡があ
り、訂正入力を行い、標準報酬改定通
知書を事業所あてに送付しました。

○厚生年金適用調査課において、月額
変更届、算定基礎届の入力において
は、修正平均欄に記載がある場合の取
扱いを再度周知するとともに、ダブル
チェックを実施し、決裁を慎重に行うよ
う周知・徹底しました。 外

部

9

健康保険
被扶養者
（異動）届
の続柄等
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

新潟
事務

センター

2004年
2月
～

2011年
6月

2011年
12月19日

○全国健康保険協会より被扶養者記録確認・
補正データの情報提供を受け、確認したとこ
ろ、被扶養者様に係る続柄及び生年月日の
処理誤りが判明しました。

○旧社会保険事務所の担当者が事前審査の
際に、被扶養者の入力コードを誤って記載し
たこと及び委託業者の担当者が生年月日の
入力を誤ったことによります。
○旧社会保険事務所の担当者及び委託業者
の担当者の確認不足によるものです。また、
委託業者の担当者による入力後のチェックで
も誤りに気付かなかったことによります。

10事業
所10名

― 0

○担当者が全ての事業所にお詫びの
上説明し、了承を得ました。また、全国
健康保険協会から正しい健康保険被
保険者証を送付する旨を説明し、差替
をお願いしました。
○担当者が被扶養者様に係る訂正入
力を行い、全国健康保険協会に健康保
険被保険者証の差替を依頼しました。
○全国健康保険協会に健康保険被保
険者証の差替が完了したことを確認し
ました。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、現在事前審査を行っている担当者
に事象を説明の上、注意喚起しまし
た。
○また、委託業者より今回の事象を担
当者に説明し、入力後は複数名による
確認の徹底を指示した旨の報告があり
ました。

外
部

2



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

10

７０歳以上
被用者賞
与支払届
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

福岡 博多
2010年
5月13日

2011年
8月30日

○事務センターより、７０歳以上被用者に係る
報酬届出の時効について確認するよう連絡が
あり、届書を確認したところ、７０歳以上被用
者賞与支払届の処理誤りが判明しました。

○７０歳以上被用者賞与支払届の未提出事
業所に催告状を発送する際に、本来、時効完
成分であるため、送付対象から除外すべきと
ころ、誤って事業所あてに送付したことにより
ます。
○また、年金事務所及び事務センターの担当
者が、２年以上遡及した報酬に関する届書
は、時効に該当するとの認識が不足していた
ことによるものです。

1事業
所1名

未払い 828,644

○副所長が事業所及びご本人様にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
○担当者が時効に係る７０歳以上被用
者賞与支払届の取消処理を行い、年
金額が調整され、支払時期を確認しま
した。

○厚生年金適用調査課において、報酬
に関する届書の時効の取扱いについ
て周知しました。

内
部

11

賞与支払
届の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

群馬 桐生
2011年
7月20日

2012年
2月2日

○事業所調査において、賞与支払記録のな
い被保険者様を１名発見したため、確認したと
ころ、賞与支払届の処理漏れが判明しまし
た。

○事業所よりＦＤによる賞与支払届の提出が
あり、担当者が処理した際に、被保険者様は
既に資格喪失処理済のためエラーリストが配
信されましたが、担当者の認識不足により処
理不要としたことによります。
○また、担当者による被保険者様の資格喪失
年月日の確認不足によるものです。

1社会
保険
労務士
1事業
所1名

未徴収 27,168

○担当者が事業所の受託社会保険労
務士にお詫びの上説明し、保険料は次
回納付時に請求することで了承を得ま
した。また、事業所には社会保険労務
士より説明する旨のお申出があり、依
頼しました。社会保険労務士に事業所
より了承を得た旨を確認しました。
○担当者が賞与支払届の入力処理を
行い、事業所あてに標準賞与額決定通
知書を送付しました。

○厚生年金適用調査課において、賞与
支払届処理の際に入力担当者による
確認後、入力担当者以外の職員による
複数回の確認の徹底を周知しました。
○また、ＦＤによる届書処理の際に配
信される適用関係届書更新エラーリス
トの処理について再確認しました。

内
部

13

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る７０
歳以上被
用者該当
届の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務
センター

2010年
8月27日

2011年
7月11日

○社会保険労務士に二以上事業所勤務被保
険者に係る７０歳以上被用者該当届の提出を
依頼したところ、既に提出済との回答があり、
確認したところ、７０歳以上被用者該当届の処
理漏れが判明しました。

○当事務センターへ送付された７０歳到達の
資格喪失届を入力しましたが、主たる事業
所、従たる事業所の７０歳以上被用者該当届
を年金事務所に回付せず、未処理のまま資格
喪失届とともに編綴していました。
○担当者が資格喪失届の通知書へ確認印を
押印する際に、７０歳以上被用者該当届にも
確認印を押印してしまい、入力したと誤認した
ことによります。

1事業
所1名

過払い 88,270

○担当者が事業所及びお客様にお詫
びの上、説明しましたが、ご納得いただ
けませんでした。今後支払する年金で
過払い分を調整することをお伝えしまし
た。
○７０歳以上被用者該当届を入力処理
し、お客様に支払した年金で調整され
たことを確認しました。
○お客様からお問合せ等はありません
が、お客様からお問合せ等があった場
合は引き続き対応していくこととしまし
た。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、二以上事業所勤務被保険者に係る
事務処理の手順を再確認し、入力時及
び入力後の確認の徹底を周知しまし
た。

内
部

14

厚生年金
第四種被
保険者記
録訂正に
係る未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 厚木
2009年
12月22日

2010年
5月20日

○人事異動により、前任者の机を整理してい
たところ、決裁後の第四種関係書類を発見し
たため、確認したところ、第四種被保険者記
録訂正に係るお客様あての通知書等の送付
漏れが判明しました。
○また、第四種被保険者記録訂正による厚生
年金保険料還付事務が未処理となっていまし
た。

○前任者が第四種被保険者記録訂正関係書
類を決裁後速やかに厚生年金徴収課へ回付
すべきところ、回付を失念したことによります。
○前任者の管理不足によるものです。

1名 過徴収 81,840

○お客様あてにお詫び文書とともに、
第四種被保険者資格喪失通知書及び
還付金請求書等を送付しました。
○お客様より還付金請求書の提出が
あり、保険料還付処理を行いました。ま
た、お客様に連絡がつかないため、お
客様よりお問合せがあった場合、引き
続き対応することとしました。

○厚生年金適用調査課において、第四
種被保険者の記録訂正に係る事務処
理について再確認し、厚生年金徴収課
への回付漏れのないよう注意喚起しま
した。
○また、課長及び担当者が、保険料還
付完了まで、それぞれで進捗状況の確
認をすることとしました。

内
部

12

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知
名古屋
北

2011年
8月31日

○事務センターより、平成１９年６月の賞与支
払届の処理状況について連絡があり、確認し
たところ、一部入力漏れが判明しました。

○事務センターへ回付した賞与支払届の一部
に記載誤りがあり、返戻されましたが、担当者
が処理済と誤認したため、入力処理を行わな
かったことによります。
○また、処理状況の確認が不足していたこと
によるものです。

1事業
所16名

未徴収

○厚生年金適用調査課長が事業所に
お詫びの上説明し、了承を得ました。ま
た、事業所から被保険者の方に説明
し、退職された方には年金事務所から
説明することで了承を得ました。
○事業所より被保険者の方に説明し、
了承の上、年金記録に係る確認申立
書の提出があったとのことで受理しまし
た。また、退職された方に年金事務所
の担当者がお詫びし、了承を得たた
め、年金記録に係る確認申立書を受理
しました。
○年金記録に係る確認申立書を第三
者委員会へ回付しました。

2007年
7月20日

○厚生年金適用調査課において、事務
センターからの返戻の際は、必ず処理
状況の確認を行い、訂正入力後は、ダ
ブルチェックを徹底するよう周知しまし
た。

内
部

3,220,739

3



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

16

賞与支払
届の処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡 掛川
2011年
7月26日

2011年
10月28日

○所内のレイアウトを変更したところ、賞与支
払届を発見し、確認したところ、未処理であっ
たことが判明しました。

○届書を一時保管するトレイから溢れて、奥
の隙間に落ちてしまったことに気付きませんで
した。

1事業
所5名

未徴収 150,675

○担当者が事業所にお詫びの上、説
明しました。次回納付時に請求すること
で了承を得ました。
○入力処理を行い、標準賞与額決定
通知書を事業所に交付しました。

○厚生年金適用調査課において、届書
等を容易に確認できる保管方法に変更
し、進捗管理を適切に行うよう周知・徹
底しました。

内
部

17

７０歳以上
被用者該
当届の入
力誤りにつ
いて

入
力
誤
り

東京
事務

センター
2010年

10月19日
2011年
7月25日

○年金事務所より、事業所から提出された７０
歳以上被用者算定基礎届に記載された報酬
月額と、従前の報酬月額が相違している旨の
連絡があり、確認したところ、７０歳以上被用
者該当届の入力誤りが判明しました。

○委託業者が７０歳以上被用者該当届の入
力の際、報酬月額を１桁少なく入力していたこ
とによります。
○委託業者の入力ミスと、入力後の二次
チェック及び事務センター職員のチェックにお
いても発見できなかったことによるものです。

1事業
所1名

過払い 1,565,843

○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、了承を得ました。
○担当者がお客様にお詫びの上、経
過を説明し、過払いした年金について、
今後支払される年金から調整すること
で了承を得ました。
○担当者が７０歳以上被用者該当届の
訂正の入力を行い、決定通知書を事業
所あてに送付しました。また、お客様に
係る再裁定関係書類を機構本部に進
達し、処理が完了し、年金が調整され
ていることを確認しました。

○委託業者に対し、今回の事象を説明
し、再発防止策を含む報告書の提出を
求めたところ、入力及び入力後のチェッ
クを慎重に行い、正確な事務処理を行
う旨の報告がありました。
○厚生年金適用グループにおいて、報
酬月額の桁数誤りに十分注意し、職員
相互のチェック体制を強化するよう周
知・徹底しました。

内
部

18

氏名変更
届に係るカ
ナ氏名の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

福岡 南福岡
2012年
1月13日

2012年
1月25日

○担当者が受付した被保険者住所変更届の
内容点検をしていたところ、届書に記載のカナ
氏名と窓口装置のカナ氏名が相違していたた
め、確認したところ、氏名変更届に係るカナ氏
名の入力誤りが判明しました。

○担当者の入力時の確認不足と入力後の
チェック及び決裁でも誤りを発見できなかった
ことによるものです。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、早急に正しい健康保険被保険者証
を交付することで了承を得ました。
○担当者がカナ氏名の訂正入力処理
を行いました。
○全国健康保険協会に正しい健康保
険被保険者証と誤った健康保険被保
険証の差替が完了したことを確認しま
した。

○厚生年金適用調査課において、入力
時におけるチェック手順を再確認し、入
力時及び入力後の確認は慎重に行う
よう注意喚起しました。

内
部

19

賞与支払
届の入力
誤りについ
て 入

力
誤
り

静岡
事務

センター
2011年

12月20日
2012年
1月26日

○担当者が賞与支払届と賞与額決定通知書
について確認したところ、賞与支払届の入力
誤りが判明しました。

○委託業者が賞与額を誤って入力したことに
よります。
○入力対象の賞与額が記載欄の枠に重なっ
ており、賞与額を見誤ったことによるもので
す。 1事業

所1名
未徴収 548

○担当者が事業所にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、次回納付時
に請求することで了承を得ました。
○事務センターの担当者が訂正入力を
行い、決定通知書を事業所あてに送付
しました。

○委託業者に誤入力の防止及びチェッ
ク体制の強化を要請し、委託業者より
入力担当者に今回の事象を説明し、入
力誤りのないよう注意喚起を行ったこと
及び入力項目の賞与額が判断困難な
場合は、届書との比較確認の上入力す
るよう周知したとの報告がありました。

内
部

15

第三者委
員会あっ
せん事案
に係る特
例納付保
険料の納
付勧奨漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

岡山 津山
2010年
9月3日 未徴収 238,480

○対象事業所に対して納付勧奨を行っ
たところ、６事業所については納付申出
書を受理し、１事業所については対象
者不明を確認し、整理しました。１事業
所については、事業主様死亡により、
申出者の方にお詫びの上、納付対象
者であること、特例納付保険料の納入
告知書を送付する旨説明し、了承を得
ました。
○特例納付保険料に係る納入告知書
を申出者の方あてに送付しました。
○納付勧奨中の５事業所については、
事務手順により引き続き納付勧奨する
こととしました。

○厚生年金適用調査課において事務担当替
えを行ったところ、新たに年金記録確認申立
の担当者となった者より事務処理について相
談があり、確認したところ、第三者委員会あっ
せん事案に係る特例納付保険料の納付勧奨
漏れが判明しました。

○前担当者が納付勧奨に係る事務処理がわ
からず、他の職員に確認することもなく、関係
書類を自身の書類箱に処理せず保管してい
たものです。

13事業
所14名

2011年
2月22日

内
部

○所内連絡会議を開催し、毎週月曜日
に各課・室長による保留書類の一斉確
認を行い、所長に報告することとしまし
た。
○また、ブロック本部による事務処理誤
り発生防止に向けた研修を実施しまし
た。

4



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

20

被扶養者
（異動）届
に係る性
別の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

長野
事務

センター
2012年
1月20日

2012年
1月30日

○社会保険労務士より、送付された健康保険
被保険者証の性別が相違している旨の文書
と健康保険被保険者証の送付があり、確認し
たところ、被扶養者（異動）届に係る性別の入
力誤りが判明しました。

○委託業者が被扶養者（異動）届処理の際
に、被扶養者様の性別を誤って入力したこと
によります。
○委託業者の入力時の確認不足、担当者に
よる入力後の確認及び決裁でも誤りを発見で
きなかったことによるものです。

1社会
保険

労務士
1事業
所1名

― 0

○担当者が社会保険労務士及び事業
所にお詫びの上説明し、正しい健康保
険被保険者証を事業所あてに送付す
ることで了承を得ました。
○担当者が被扶養者（異動）届の訂正
入力を行いました。
○担当者が全国健康保険協会に正し
い健康保険被保険者証を事業所あて
に送付するよう依頼し、送付されたこと
を確認しました。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、担当者による入力後の確認を慎重
に行うよう周知しました。
○委託業者に今回の事象を説明し、入
力時及び入力後の確認の徹底につい
て要請し、改めて担当者に的確な処理
を行うよう周知した旨の報告がありまし
た。

外
部

21

健康保険
被保険者
手帳の交
付誤りにつ
いて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

神奈川 厚木
2012年
1月31日

2012年
1月31日

○お客様から健康保険被保険者手帳の交付
申請があり、交付後、担当者が申請書を確認
したところ、交付した健康保険被保険者手帳
の種類を誤って作成し、交付していたことが判
明しました。

○お客様から健康保険被保険者手帳交付申
請書があった際に、本来、介護保険非該当者
用のものを交付すべきところ、誤って介護保
険該当者用のものを交付してしまいました。
○担当者がお客様が６５歳に到達しているこ
との確認を怠ったことによるものです。

1事業
者1名

― 0

○担当者がお客様及び事業所にお詫
びの上説明し、正しい健康保険被保険
者手帳と差替することで了承を得まし
た。
○担当者が正しい健康保険被保険者
手帳を作成し、お客様に再度お詫びの
上、正しい健康保険被保険者手帳と差
替し、了承を得ました。

○厚生年金適用調査課において、今回
の事象を説明し、健康保険被保険者手
帳の交付については、複数名により内
容確認を行い、交付することとしまし
た。
○また、現行担当者１名による業務処
理について、複数名で対応できるよう
に勉強会を実施することとしました。

内
部

22

月額変更
届の所在
不明につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

千葉
事務

センター
2011年
12月頃

2012年
2月1日

○年金事務所より、月額変更届を提出した事
業所から処理状況の照会があったので確認し
てほしいとの連絡があり、確認したところ、月
額変更届の所在不明が判明しました。

○受付簿を確認したところ、月額変更届を事
業所より郵送受付し、その後の処理状況の記
載がなく、月額変更届の所在を確認しました
が、発見することができませんでした。
○月額変更届受付後における書類管理が不
十分であったことによるものです。

1事業
所1名

― 0

○事務センターの担当者が事業所にお
詫びの上説明し、届書を引き続き捜索
することで了承を得ました。また、新た
に作成した月額変更届を受理しまし
た。
○月額変更届の入力処理を行い、事
業所あてに標準報酬改定通知書を送
付しました。
○事務センターの担当者が事業所へ
再度お詫びし、事務センター及び年金
事務所において引き続き届書を捜索し
ていることをお伝えし、発見次第連絡す
ることで了承を得ました。

○管理・厚生年金適用グループにおい
て、受付簿記載後、担当者の氏名及び
届書の処理経過を記載し、新たに定め
た書類保管場所にて進捗管理すること
としました。

外
部

5



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

23

債権差押
に係る対
象事業所
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東
2012年
1月24日

2012年
1月30日

○事業所名と事業主が同一であるA事業所及
びB事業所の事業主様より、B事業所の預金
が差押されたので返金してほしいとのお申出
があり、確認したところ、A事業所の預金を差
押すべきところ、誤ってB事業所の預金を差押
していたことが判明しました。

○金融機関で預金調査を行った際に、同一事
業所名、同一事業主であったことから、B事業
所をA事業所であると誤認して預金を差押した
ことによります。
○預金調査の際の法人住所の確認不足によ
るものです。

2事
業所

過徴収 101,428

○厚生年金徴収課長が事業主様にお
詫びの上説明し、還付についてブロック
本部に対応を確認することで了承を得
ました。
○ブロック本部に経過を報告し、機構
本部からの回答により差押債権の取消
及びB事業所口座への振込を完了しま
した。
○厚生年金徴収課長が事業主様に再
度お詫びし、B事業所の口座への振込
を確認しました。また、A事業所に係る
保険料の納付協議を行いました。

○厚生年金徴収課において、対象事業
所の財産調査を行う場合は、事業所名
だけではなく登記等の住所と相違しな
いか十分確認し、決裁においても内容
の確認漏れのないよう周知・徹底しまし
た。

外
部

24

増減内訳
書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2011年
9月26日

2011年
9月29日

○A事業所より、B事業所分の増減内訳書が
同封されていると年金事務所に連絡があり、
確認したところ、B事業所へ送付すべき増減内
訳書を誤ってA事業所の封筒へ封入し、送付
していたことが判明しました。

○委託業者において、A事業所分のみを引き
抜き、封入作業を行い、封緘時に再度確認し
て送付すべきところ、十分な確認をせずにB事
業所分の増減内訳書を封入してしまったもの
です。
○委託業者の封入時及び封緘時における確
認不足によるものです。

2事
業所

― 0

○担当者がA事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。B事業所の増減
内訳書を回収しました。
○担当者がB事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。B事業所あてに
増減内訳書を送付しました。

○委託業者に増減内訳書が複数枚あ
る場合の確認を強く要請しました。
○委託業者より、作業手順を確認し、
事故防止を徹底させる旨の顛末書の
提出がありました。 外

部

25

算出内訳
書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2011年

10月19日
2011年

10月26日

○A事業所より、「B事業所から算出内訳書が
送付された」とのお申出が年金事務所にあり、
確認したところ、A事業所の算出内訳書をB事
業所に誤送付していることが判明しました。

○委託業者が算出内訳書の抽出の際に、送
付を希望していないA事業所の算出内訳書を
誤って抽出し、さらに封入時にB事業所の封
筒に誤って封入していました。
○委託業者の封緘時における確認においても
見落していたものです。

2事
業所

― 0

○年金事務所の担当者がA事業所に
お詫びの上説明し、算出内訳書は事業
所で保管していただくことで了承を得ま
した。
○年金事務所の担当者がB事業所に
お詫びの上説明し、了承を得ました。

○委託業者に確認を徹底するよう強く
要請しました。
○委託業者から、作業手順を確認し、
事故防止を徹底させるとの顛末書の提
出がありました。

外
部

6



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

26

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

新潟 上越
2010年
8月3日

2011年
9月22日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日到達
者リストを確認したところ、満額の老齢基礎年
金を受給希望のお客様の国民年金任意加入
に係る資格喪失予定年月日を誤って処理して
いたことが判明しました。

○お客様から国民年金任意加入資格取得申
出書を受理した際に、共済組合期間を誤って
計算したことによります。
○また、入力後の決裁においても、誤りに気
付きませんでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明したところ、保険料については、口座
振替前納の割引と同額で納付したいと
のお申出があり、機構本部と協議する
こととしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様に再度お詫びの上、口座振
替前納の割引と同額で現金領収し、了
承を得ました。
○納付記録の訂正処理を行いました。

○国民年金課において、審査の二重
チェック体制の徹底及びチェック時には
細心の注意を払うよう指示しました。

内
部

28

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失年
月日の訂
正誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 東大阪
2009年
8月4日

2011年
8月23日

○お客様から厚生年金期間判明に伴う再裁
定の処理状況についてお問合せがあり、確認
したところ、国民年金任意加入に係る資格喪
失年月日の訂正誤りが判明しました。

○昭和３２年に６ヵ月の厚生年金期間が判明
しましたが、本来、昭和６１年４月以降の厚生
年金期間と合わせて１年に満たない場合は、
受給資格期間に算入できないところ、誤って
算入されるものとして、国民年金任意加入の
資格喪失年月日を訂正したことによるもので
す。

1名 誤還付 79,800

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。また、誤還付した国民年金
保険料の返納について了承を得まし
た。
○国民年金任意加入資格喪失年月日
を元の状態に訂正処理を行いました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、再裁定による支払時期をお伝え
し、了承を得ました。お客様あてに返納
納付書を送付しました。

○年金記録課において、年金受給要件
を再確認し、特に特例的な取扱いは、
上司等に確認の上、相談対応及び記
録訂正を行うように周知しました。

内
部

29

資格取得
届の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

兵庫
事務

センター
2010年
8月23日

2012年
1月27日

○年金事務所より、役場から資格取得届の処
理がされていないのではないかとの照会が
あった旨の連絡があり、確認したところ、資格
取得届の未処理が判明しました。

○委託業者が入力後、処理結果リストの確認
が不十分であったため、入力漏れを見落した
ことによります。
○事務センターの担当者の入力後のチェック
でも発見できなかったことによるものです。

1名 ― 0

○役場の担当者よりお客様にお詫びの
上、説明したところ、経過した期間につ
いて免除申請したいとの希望があり、
機構本部と協議することとしました。
○機構本部より、申請期限の過ぎてい
る免除は認められない旨の回答があ
り、年金事務所、役場を通じてお客様
に再度お詫びし、免除申請が認められ
ない旨お伝えしたところ、了承を得まし
た。
○資格取得届の入力処理を行いまし
た。

○国民年金グループにおいて、届書入
力後のチェックの徹底を周知しました。
○また、発生時の委託業者が契約終
了となっているため、現在の委託業者
に今回の事象を説明し、注意喚起しま
した。

外
部

27

国民年金
第３号被保
険者該当
届書の処
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

茨城
2011年
6月30日

2012年
1月23日

○管内の年金事務所より、他の年金事務所
から第３号被保険者記録が別人記録に登録さ
れているとの問合せがあった旨連絡があり、
確認したところ、A様の第３号被保険者該当届
処理の際、誤ってB様の基礎年金番号で処理
していることが判明しました。

0

○国民年金グループにおいて、書類審
査時における氏名索引については、氏
名、性別、生年月日、住所の確認を徹
底するよう周知しました。
○また、氏名索引により基礎年金番号
を確認する場合は、対象となる記録を
一次チェック及び二次チェック時に確認
点検するよう改めました。 内

部

○担当者がA様にお詫びの上説明し、
了承を得ました。
○他の年金事務所を管轄する事務セ
ンターにB様の記録補正を依頼し、処
理が完了したことを確認しました。ま
た、当事務センターにおいて、A様の第
３号該当届及び記録補正の入力処理
を行い、第３号該当通知書をA様あてに
送付しました。
○B様にお詫びの文書を送付し連絡し
ましたが、連絡が取れないため、B様か
らお問合せがあった場合、引き続き対
応することとしました。

―
事務

センター

○事業所から提出されたA様の第３号被保険
者該当届に基礎年金番号の記載がなかった
ため、担当者が氏名索引により、誤ってB様の
基礎年金番号を記載したことによります。
○担当者の基礎年金番号確認時の確認不足
及び入力後の確認、決裁においても誤りを発
見できなかったことによるものです。

2名

7



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

31

国民年金
第３号被保
険者該当
届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

青森 八戸
2008年
7月30日

2012年
1月30日

○担当者が第３号被保険者に係る記録の確
認をしていたところ、お客様の第３号被保険者
該当届を誤ってご主人様の届書として入力し
ていることが判明しました。

○お客様から第３号被保険者該当届の提出
があり、入力の際に担当者がご主人様の届書
であると誤認し入力したことによります。
○第３号被保険者該当届の入力時の確認不
足及び入力後の決裁でも誤りを発見できな
かったことによるものです。 2名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、お客様及びご主人様の記録を訂正
することで了承を得ました。
○お客様の第３号被保険者該当届の
入力処理を行い、ご主人様の第３号被
保険者記録の取消処理を行いました。
○お客様あてに正しい年金加入記録を
送付しました。

○国民年金課において、届書入力の際
は項目の確認を慎重に行い、複数名に
よる確認の徹底を周知しました。

内
部

32

国民年金
資格喪失
申出書の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

沖縄 コザ
2012年
1月6日

2012年
2月3日

○担当者が保険料還付金に係るリストを点検
の際、還付金が調査決定されていないものが
あったため、確認したところ、資格喪失申出書
に係る資格喪失年月日の入力誤りが判明しま
した。
○また、入力誤りにより、お客様から保険料還
付請求書を受理していました。

○資格喪失申出書の入力の際に、担当者が
平成２４年１月と入力すべきところ、誤って平
成２３年１月と入力したことによるものです。
○担当者の入力時における確認不足及び入
力後、決裁時にも誤りに気付かなかったこと
によります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、還付請求書に係る取消及び訂正後
の記録をお渡しすることで了承を得まし
た。
○事務センターに資格記録訂正、納付
記録訂正及び還付請求書の取消を依
頼し、処理が完了したことを確認しまし
た。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、記録訂正が完了したことをお伝え
し、訂正後の年金記録をお渡しし、了承
を得ました。

○国民年金課において、資格喪失申出
書の審査時に、資格喪失申出年月日
及び受付年月日に蛍光ペン等でマーク
し確認を行うとともに、入力後の年金記
録を添付の上、決裁するよう改めまし
た。

内
部

30

33

2011年
5月25日

○お客様より、２０歳の時に国民年金の加入
案内が送付されなかったとのお申出があり、
確認したところ、２０歳適用勧奨及び職権適用
を行っていなかったことが判明しました。
○また、他にも適用漏れがないか確認したと
ころ、６名のお客様を適用していないことが判
明しました。

○市町村より２０歳到達予定者のデータの提
供を受け、入力処理の際、エラーとなった方の
リストが出力されましたが、本来、このエラーリ
ストが出力された場合は補正処理を行うべき
ところ、担当者が失念していたことによりま
す。
○そのため、基礎年金番号が付番されず、２
０歳適用勧奨を行う対象者から漏れ、職権適
用からも漏れてしまいました。

7名 過徴収

国民年金２
０歳適用勧
奨漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知 半田 2010年
9月7日

1,270

○国民年金課において、エラーリスト出
力時・エラー事象を複数名で確認する
よう周知・徹底しました。

外
部

○担当者が２事業所にお詫びの上説
明し、再提出を依頼し、了承を得まし
た。
○届書を受理し、担当者が届書の入力
処理を行い、お客様あてに第３号被保
険者該当通知書を送付しました。担当
者がお問合せのあったお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。
○４事業所については届書が発見され
たため、担当者が事業所にお詫びの上
説明し、了承を得ました。担当者が届
書の入力処理を行い、お客様あてに第
３号被保険者該当通知書を送付しまし
た。

○管理・厚生年金適用グループ及び国
民年金グループにおいて、届書の管理
方法を再確認し、注意喚起を行いまし
た。
○また、届書の回付整理簿を作成し、
届書の確認と押印をすることで進捗管
理の徹底を図ることとしました。

外
部

○国民年金課長がお客様にお詫びの
上、説明しました。平成２２年１０月から
平成２４年３月までの前納と同額での
納付を希望されたため、機構本部と協
議することとしました。
○機構本部から、平成２３年５月分から
の前納額での現金領収が可能との回
答があり、国民年金課長がお客様に再
度お詫びの上、保険料を現金領収し、
平成２３年４月分以前の保険料は、納
付書で納付される旨のお申出があり、
納付書を交付しました。
○６名のお客様に適用勧奨を行い、３
名のお客様から資格取得届の提出が
あり、提出されなかった３名のお客様に
職権適用を行い、お客様あてに年金手
帳等を送付しました。

国民年金
第３号被保
険者種別
変更届の
所在不明
について

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

広島
事務

センター
2010年
8月5日

2010年
11月8日

○お客様より、国民年金第３号被保険者のは
ずなのに、国民年金保険料納付勧奨の電話
があったとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、国民年金第３号被保険者種別変更届が所
在不明となっていることが判明しました。

○健康保険被保険者（異動）届を処理後、管
理・厚生年金適用グループから国民年金グ
ループに国民年金第３号被保険者種別変更
届を回付する際に、指定の場所に届書を入れ
るのみで、進捗管理ができていませんでした。
○両グループの担当者による確認不足による
ものです。

6事業
所12名

― 0

8



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

34

国民年金
加入時に
おける付
加年金の
説明不足
について

確
認
・
決
定
誤
り

東京 練馬
2008年
5月4日

2010年
9月21日

○お客様のお父様より、お客様の付加年金に
ついてお問合せがあり、確認したところ、お客
様の国民年金加入時における付加年金につ
いての説明不足が判明しました。

○お客様より、２０歳到達による国民年金加
入の際に、付加年金について説明の上、加入
意思を確認すべきところ、確認を行わなかった
ことによります。

1名 未徴収 4,400

○担当者がお客様のお父様にお詫び
の上、説明しましたが、了承を得られま
せんでした。取扱いについて、機構本
部と協議することとしました。
○機構本部より、遡及しての付加年金
加入手続き及び保険料納付は認めら
れない旨の回答がありました。
○お客様あてに機構本部からの回答
結果とお詫びの内容の文書を送付しま
した。その後、お客様のお父様よりお問
合せがないため、お問合せがあった場
合、引き続き対応することとしました。

○国民年金課において、２０歳到達に
よる国民年金加入時における付加年金
の説明及び加入意思の確認の徹底を
周知しました。
○また、付加年金の説明を適切に行う
ためのチェックリストを作成することとし
ました。 外

部

35

国民年金
前納保険
料納付書
の作成漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

広島
事務

センター
2010年
8月9日

2010年
11月11日

○お客様より、納付書が届かないとのお問合
せがあり、確認したところ、国民年金前納保険
料納付書の作成漏れが判明しました。

○資格取得届審査の際に、誤って学生納付
特例申請者と判断したことにより、納付書抑
制表示を行い、入力委託したことによります。
○一次審査及び二次審査の担当者の確認不
足によるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、平成２２年８月からの前納による納
付について機構本部と協議することで
了承を得ました。
○機構本部より、平成２２年１１月から
平成２３年３月までの期間について、前
納の取扱いが可能との回答があり、担
当者がお客様に再度お詫びの上、保
険料を領収しました。また、平成２２年８
月から平成２２年１０月までの保険料が
納付されていたことを確認しました。

○国民年金グループにおいて、届書の
審査時の確認について注意喚起を行
い、審査体制の確認を行いました。
○また、審査時に該当箇所にマーカー
で印をするとともに、入力後の内容点
検をすることとしました。

外
部

36

国民年金
被保険者
記録等の
取消誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 前橋
2009年
4月30日

2011年
9月13日

○お客様より、以前のねんきん定期便で納付
となっていた国民年金保険料が、今回送付さ
れたねんきん定期便では未納となっていると
のお問合せがあり、確認したところ、納付記録
を誤って取消していることが判明しました。

○お客様は、強制加入被保険者として保険料
を納付されましたが、配偶者様が厚生年金に
加入されていたため任意加入期間となり、納
付された保険料を還付すべきところ、誤って資
格記録と併せて納付記録を取消したもので
す。
○また、決裁においても気付きませんでした。

1名 過徴収 12,500

○ブロック本部に確認の上、資格記録
の追加と過誤納記録の追加処理を行
い、担当者がお客様にお詫びの上説明
し、説明の文書を送付することで了承を
得ました。
○お客様あてにお詫びと説明の文書を
送付しました。
○お客様から還付請求書を受理し、還
付処理を行いました。

〇国民年金課において、資格記録の入
力取消等の処理を行った際の保険料
の取扱いについて、確認を徹底するよ
う指示しました。

外
部

37

付加保険
料納付書
の作成漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

島根
事務

センター
2011年
12月5日

2012年
2月2日

○年金事務所より、お客様から付加保険料納
付書が届かないとのお問合せがあったとの連
絡があり、確認したところ、付加保険料納付書
の作成漏れが判明しました。

○お客様が付加保険料を納付期限経過後に
納付されたため、付加納付取消処理を行い、
一部期間納付書を作成交付した後に、再度お
客様から付加保険料納付申出書の提出があ
り、申出書を入力した際、本来納付書が自動
作成されず手作業にて作成すべきところ、作
成を漏らしたことによります。
○担当者の付加保険料納付書が自動作成さ
れないことについて認識誤りによるものです。

1名 ― 0

○年金事務所の国民年金課長がお客
様にお詫びの上説明し、機構本部と協
議することで了承を得ました。
○機構本部より、付加保険料の領収が
可能との回答があり、年金事務所の国
民年金課長がお客様に再度お詫びの
上、付加保険料を現金領収し、納付記
録の訂正が完了したことを確認しまし
た。

○国民年金グループにおいて、付加保
険料納付申出書入力の際における納
付書作成手順を周知・徹底しました。

外
部

38

国民年金
免除申請
書の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

京都
事務

センター
2011年
6月頃

2012年
1月31日

○担当者が処理済の国民年金免除申請書の
再確認をしていたところ、免除申請書の処理
漏れが判明しました。

○担当者が免除申請書の審査の際に、本
来、窓口装置で基礎年金番号を入力の上、氏
名・生年月日・住所・納付記録により確認すべ
きところ、基礎年金番号を誤って入力したにも
かかわらず免除承認済の納付記録のみで処
理不要と誤って判断したことによります。
○担当者の確認不足及び決裁時にも誤りを
発見できなかったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様あてにお詫びと経過説明の文
書を送付しました。
○担当者がお客様のお母様にお詫び
の上説明し、承認通知書を送付するこ
とで了承を得ました。
○担当者が免除申請書の審査及び入
力処理を行い、お客様あてに免除承認
通知書を送付しました。

○国民年金グループにおいて、免除処
理不要と判断したものには、国民年金
記録の全項目表示のものを添付し、一
次審査した担当者ではない担当者によ
る二次審査を行うよう改めました。

内
部

9



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

39

口座振替
緊急停止
の解除漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 世田谷
2011年
7月初旬

2011年
7月12日

○担当者より、口座振替緊急停止の解除が
漏れていたとの申出があり、確認したところ、
金融機関による口座振替辞退届の入力誤り
により、お客様の保険料の取扱いについて機
構本部と協議中であったため、口座振替を緊
急停止しましたが、その後の解除を漏らしてい
たことが判明しました。

○本来、口座振替入力締切日までに口座振
替の再開処理をすべきところ、担当者が失念
していたことによります。
○処理スケジュール及び処理内容の確認が
不十分だったことによります。

3名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫びの
上、説明しました。お客様より、口座振
替１ヵ月前納と同額で納付したい旨の
お申出があり、機構本部と協議するこ
ととしました。
○機構本部からの回答により、国民年
金課長がお客様に再度お詫びの上、
保険料を現金領収し、了承を得ました。
納付記録を追加し、お客様に年金記録
回答票を送付しました。
○口座振替の再開処理を行い、口座
振替が再開していることを確認しまし
た。

○国民年金課において、事務処理誤り
等が発生した際には、必ず工程表を作
成し、担当者及び担当課長が進捗管理
を行うことを周知・徹底しました。

内
部

40

口座振替
緊急停止
の解除漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 上野
2012年
1月

2012年
1月20日

○担当者が口座振替停止者一覧表をチェック
していたところ、口座振替の緊急停止をしたお
客様の口座振替緊急停止の解除が漏れてい
ることが判明しました。

○お客様より、申出月は納付書による定額納
付で、翌月より口座振替による早割での納付
方法の変更があり、口座振替の緊急停止をし
ましたが、本来、翌月分の変更入力締切日ま
でに緊急停止の停止解除をすべきところ、停
止解除処理を行わなかったことによります。
○担当者の誤認と確認が不十分であったこと
によるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、機構本部と協議することで了承を得
ました。
○機構本部より、口座振替の緊急停止
により納付できなかった早割による保
険料と同額で領収しても差し支えない
との回答があり、担当者がお客様に再
度お詫びの上、保険料を領収し、了承
を得ました。
○納付記録を入力処理しました。

○国民年金課において、緊急停止一覧
表に緊急停止後の処理状況を記載し、
翌月の変更入力締切日までに担当者
の再チェック及び課長の決裁を受ける
ように改めました。

内
部

41

国民年金
保険料口
座振替依
頼書の入
力誤りにつ
いて 入

力
誤
り

静岡
事務
センター

2010年
7月13日

2011年
6月7日

○年金事務所より、お客様から自身の口座で
子どもの国民年金保険料を振替するよう手続
きしたが、振替されていないとのお問合せが
あったとの連絡があり、確認したところ、国民
年金保険料口座振替依頼書の口座名義人の
入力誤りが判明しました。

○委託業者が口座名義人の入力を誤ってい
ました。
○また、職員による二次チェックでも見落して
いたものです。

1名 過徴収 3,040

○年金事務所の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。取扱いについ
て、機構本部と協議することとしまし
た。
○機構本部から、口座振替による１年
前納と同額の保険料で領収する旨の
回答を得ました。
○年金事務所の担当者がお客様に再
度お詫びの上、協議回答をお伝えした
ところ、既に納付書で納付した金額で
の納付でよいとのお申出があり、了承
を得ました。

○国民年金グループにおいて、委託業
者による２回のチェックに加え、職員に
おいて処理結果リストと口座振替納付
申出書原本の照合による３回目の
チェックを行うよう改めました。
○また、現在契約している委託業者に
今回の事象を情報提供し、入力時及び
入力後の確認について注意喚起しまし
た。

外
部

42

国民年金
保険料免
除勧奨対
象者の抽
出誤りにつ
いて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

大阪 枚方
2011年
7月11日

2011年
7月12日

○お客様より、国民年金保険料免除・納付猶
予申請書が届いたのはなぜかとのお問合せ
があり、確認したところ、免除申請の対象者の
抽出条件を誤ったことにより、送付すべきでな
いお客様に国民年金保険料免除・納付猶予
申請書を送付していたことが判明しました。

○国民年金保険料免除勧奨対象者の抽出の
際、在学期間を指定しなかったため、学生納
付特例の対象である在学中の方に対して誤っ
た勧奨を行ったものです。

1,421
名

― 0

○担当者がお問合せのあった３名のお
客様にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。
○１，４１８名のお客様あてに、お詫び
と説明の文書を送付しました。

○国民年金課において、勧奨文書等を
作成する際には、抽出条件の確認をす
ることを再度徹底し、決裁時においても
改めて抽出条件を確認するよう申し合
せました。 外

部

43

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

神奈川 横浜南
2011年
5月6日

2012年
1月23日

○お客様より、納付したはずの付加保険料が
納付記録に反映していないとのお問合せがあ
り、確認したところ、付加保険料納付書の作成
誤りが判明しました。

○お客様より納付書の作成依頼があり、本
来、付加保険料を含む納付書を作成すべきと
ころ、誤って付加保険料を含まない納付書を
作成したことによります。
○担当者が納付書を作成する際に、誤って保
険料種別を入力したこと及び入力後の確認不
足によるものです。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、機構本部と協議することで了承を得
ました。
○機構本部より、付加保険料領収可能
との回答があり、担当者がお客様に再
度お詫びし、付加保険料を領収し、了
承を得ました。
○お客様の付加保険料納付記録を整
備し、お客様あてに付加保険料納付記
録を送付しました。

○国民年金課において、納付書を発行
する際の複数名による確認を周知・徹
底しました。
○また、納付書を送付する際には、納
付書、被保険者記録、封筒をそれぞれ
確認し、封入封緘するよう改めました。 外

部

10



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

44

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

愛媛 新居浜
2011年
5月30日

2012年
1月12日

○担当者が付加保険料未納者一覧表を確認
したところ、付加保険料納付書の作成誤りが
判明しました。

○納付書作成の際に、本来、保険料種別を付
加保険料ありと入力すべきところ、誤って付加
保険料なしと入力したことによります。
○納付書作成時に、付加申出の有無の確認
不足及び決裁においても誤りを発見できな
かったことによるものです。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、取扱いを機構本部と協議することと
しました。
○機構本部より、付加保険料を領収し
て差し支えないとの回答があり、担当
者がお客様に再度お詫びの上、付加
保険料を領収し、了承を得ました。
○担当者が納付記録の入力処理を行
いました。

○国民年金課において、付加保険料加
入の有無の確認、入力時の保険料種
別の確認及び決裁時の確認の徹底を
周知しました。
○また、納付書の保険料額を保険料額
早見表により複数名で確認することとし
ました。

内
部

45

国民年金
保険料追
納納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

鹿児島
事務

センター
2011年
4月11日

2012年
2月7日

○担当者が追納可能期間ありとの理由で発
生した過誤納保険料について確認したところ、
国民年金保険料追納納付書の作成誤りが判
明しました。

○お客様より申請のあった平成２０年５月から
平成２３年３月までの追納期間について、一
括入力すると本来の納付期限が表示されない
ため、担当者が納付期限毎に追納申込書の
記入内容を訂正した際に、誤って平成２１年３
月から平成２２年２月までの期間の記入を漏
らしたため、その間の納付書が作成されませ
んでした。
○入力後、担当者のチェックを行いましたが、
期間の誤りに気付かなかったものです。

1名 過徴収 29,760

○担当者がお客様のお母様にお詫び
の上、過誤納保険料については一旦還
付し、その後追納することで了承を得ま
した。
○お客様あてに還付請求書及び追納
納付書を送付しました。
○お客様より還付請求書の提出があ
り、還付処理を行いました。

○国民年金グループにおいて、お客様
からの追納申込期間について、全ての
納付書が作成されているか慎重に確認
するよう周知しました。
○また、追納申込書にお客様の納付記
録を添付し、お客様の申込み期間を
マーカーで表示し、作成された納付書
と突合せすることとしました。

内
部

46

口座振替
申出書の
所在不明
について

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

京都 京都西
2011年
6月16日

2011年
8月19日

○高齢任意加入をされたお客様より、口座振
替の案内が遅いとのお問合せがあり、確認し
たところ、口座振替申出書が所在不明となっ
ていることが判明しました。

○書類不備のため、事務センターより資格取
得申出書及び口座振替申出書が返戻された
際に、書類の管理が不十分であったこと及び
進捗管理がされていなかったことによるもので
す。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫びの
上説明し、了承を得ました。
○事務センターより口座振替申出書の
写の回付を受け、担当者が入力処理を
行い、お客様に口座振替の案内を送付
しました。

○国民年金課において、書類の厳重な
管理・保管と処理状況の把握を周知・
徹底しました。

外
部

47

国民年金
保険料免
除申請書
の所在不
明につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

兵庫
事務

センター
2011年
8月頃

2011年
8月31日

○事務センターの担当者による免除申請書の
審査において、委託業者に作成依頼した入力
帳票件数と入力処理結果件数が相違してい
たため、確認したところ、免除申請書が所在
不明となっていることが判明しました。

○事務センターの担当者による審査事務にお
いて、束による進捗管理を行っていますが、そ
の束毎の件数確認が不十分であったことによ
るものです。

3名 ― 0

○担当者が３名のお客様にお詫びの
上、経過を説明し、了承を得ました。ま
た、免除申請書の再提出について了承
を得たため、受理しました。
○免除申請書の審査を行い、入力処
理の上、お客様あてに承認通知書を送
付しました。

○国民年金グループにおいて、免除申
請書の束毎の依頼件数と入力帳票作
成件数の確認を周知・徹底しました。
○処理確認票に担当者確認印と件数
チェック欄を設け、委託業者への引継
時の件数確認を徹底するよう改めまし
た。

内
部

48

○他年金事務所の担当者がお客様の
ご家族にお詫びの上、説明しました。平
成２０年度の国民年金保険料の納付に
ついて、機構本部と協議することとしま
した。
○機構本部からの回答により、他年金
事務所の担当者がお客様のご家族に
再度お詫びの上、クレジットカード納付
による前納はできないことを説明し、了
承を得たため、保険料を現金領収しま
した。
○当該課長を停職１２日の処分としまし
た。

（平成２３年９月９日、公表及び日本年
金機構ホームページに掲載済）

○役職会議において、各課・室におけ
る事務処理の進捗状況を再確認するよ
う徹底するとともに、各課・室長より全
職員に対して今回の事象を説明し、注
意喚起を行いました。

外
部

1名 ― 0

国民年金
保険料クレ
ジットカー
ド納付（変
更）申出書
の所在不
明につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

東京 目黒 2008年
4月

2011年
5月16日

○他年金事務所より、クレジットカード納付申
出書（１年前納）の処理を依頼したが、進展が
ないことについてお客様からお問合せがあっ
た旨の連絡があり、確認したところ、当時の課
長がお客様からのお申出に対して機構本部と
協議を行わないままクレジットカード納付申出
書が所在不明となっていたことが判明しまし
た。

○当時の課長が機構本部への協議を行わず
に書類を放置したこと及び異動時に後任の課
長へ事案の引継ぎが行われず、その後の対
応経過に係る連絡もされなかったことによるも
のです。
○また、処理経過簿に進捗状況を記載してい
ませんでした。

11



整理
番号

件名
事故
等の
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2011年
5月19日

○Ａ様より、誤って配達されたＢ様の納付書で
保険料を納付してしまったとのお申出があり、
確認したところ、郵便局が誤配した納付書でＡ
様が誤って納付していたことが判明しました。

○Ｂ様と同じ建物にお住まいのＡ様あてにＢ
様の納付書が配達された際、Ａ様が氏名を確
認せずに納付されたものです。
○郵便局の配達員の誤配によります。

別人の国
民年金保
険料納付
書による納
付につい
て

事
故
等

東京 八王子
2011年
2月2日

49 2名 過徴収 14,410

○郵便事業株式会社に今回の事象を
説明し、再発防止を要請しました。
○郵便事業株式会社より、配達担当者
に注意喚起し、再発防止をする旨の回
答がありました。

外
部

○担当者がＡ様にお詫びの上説明した
ところ、誤って納付した保険料の還付を
希望されたため、機構本部と協議する
こととしました。
○機構本部より、還付が可能との回答
があり、担当者がＢ様にお詫びの上説
明し、Ａ様に受領を委任する還付請求
書に記名押印を受けた還付請求書を
受理しました。
○担当者がＡ様に再度お詫びの上、Ｂ
様より受理した還付請求書の受取人欄
に記名押印していただきました。
○Ａ様が誤って納付されたＢ様の納付
記録を取消し、Ａ様に還付処理を行い
ました。

12



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

50

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

愛知 昭和
1992年
12月

2011年
1月28日

○機構本部より、お客様の死亡されたご主人
様の再裁定関係書類の返戻があり、確認した
ところ、配偶者加給年金の加算漏れが判明し
ました。

○ご主人様の厚生年金老齢年金裁定時の配
偶者状態表示の入力誤りによるものです。
○担当者の事前審査が十分でなかったこと
と、配偶者状態表示の再確認を怠ったことに
よります。

1名 未払い 87,409

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、機構本部と協議すること
で了承を得ました。
○機構本部より、時効を適用せず遡及
して支払するとの回答があり、機構本
部に再裁定関係書類を進達し、処理が
完了したことを確認しました。
○お客様相談室長がお客様に再度お
詫びの上、支払時期をお伝えし、了承
を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書受付時における年金請求者及び
配偶者様の年金記録及び配偶者様の
年金受給状況の確認の徹底と、事務セ
ンターへの回付時における請求書類の
再確認の徹底を周知しました。 内

部

51

共済組合
期間との
重複による
国民年金
老齢年金
の裁定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 港北
2009年
6月11日

2011年
2月14日

○事務センターより、お客様から提出された遺
族厚生年金審査時に、死亡されたご主人様の
国民年金期間と共済組合期間が重複してい
るため、国民年金老齢年金の裁定誤りではな
いかとの連絡があり、確認したところ、共済組
合期間との重複による国民年金老齢年金の
裁定誤りが判明しました。

○ご主人様の国民年金記録が判明した際に、
担当者が共済組合期間との重複に気付かな
かったことによります。
○担当者の確認不足によるものです。

1名 その他 2,076,668

○副所長がお客様のご家族にお詫び
の上説明し、了承を得ました。還付請
求書及び返納方法申出書を受理しまし
た。
○機構本部に、国民年金老齢年金裁
定取消関係書類一式を進達し、取消処
理が完了したことを確認しました。ま
た、国民年金保険料還付処理が完了し
たことも確認しました。
○お客様より、国民年金老齢年金に係
る返納金が納付されたことを確認しまし
た。

○年金記録課及びお客様相談室にお
いて、お客様からの年金加入記録の確
認及び年金裁定請求書の提出の際に
おける記録については、必ず全ての記
録を確認し、聴取することを周知・徹底
しました。 内

部

53

国民年金
通算老齢
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 豊中
2008年

12月17日
2011年
5月23日

○機構本部より、国民年金加入期間判明によ
る時効特例に係る書類の返戻があり、確認し
たところ、国民年金任意加入期間に係る保険
料免除期間を誤って算入し、国民年金通算老
齢年金として裁定していることが判明しまし
た。

○厚生年金の受給要件を満たした後の期間
は国民年金が任意加入となり、保険料免除対
象とはなりませんが、免除期間を含んだまま
誤って国民年金通算老齢年金を裁定していた
ものです。
○厚生年金期間の確認が不十分であったた
め、国民年金保険料免除期間を取消ししな
かったことによります。

1名 ― 0

○免除期間を取消し、機構本部に再裁
定を依頼し、処理が完了したことを確認
しました。
○お客様に連絡がつかないため、お詫
びの文書を送付しました。
○その後、お客様から連絡はありませ
んが、お問合せがあった場合、引き続
き対応していくこととしました。

○お客様相談室において、旧法では老
齢年金が２４０月で満了した場合には、
国民年金が任意加入となることを周知
しました。
○また、裁定請求書受付時には、お客
様の年金記録をよく確認するよう周知・
徹底しました。

内
部

○担当者がお客様及び配偶者様にお
詫びの上説明し、了承を得ました。お客
様の厚生年金老齢年金裁定請求書及
び配偶者様の返納方法申出書を受理
しました。
○ブロック本部に協議し、処理可能との
回答により、機構本部にお客様の厚生
年金老齢年金裁定請求書関係書類及
び配偶者様の老齢基礎年金訂正報告
書、返納方法申出書を進達し、処理が
完了したことを確認しました。
○担当者が配偶者様に再度お詫びの
上、お客様の年金の支払時期及び配
偶者様の過払いに係る内払調整につ
いてお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、共済年金受
給者における老齢年金の旧法新法対
象者の取扱いについて再度確認の上、
他年金受給状況の確認の徹底を周知
しました。

内
部

旧法共済
の退職年
金受給に
よる老齢
厚生年金
の裁定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉 1992年
4月20日

52
2010年
10月1日

○機構本部より再裁定報告書の返戻があり、
確認したところ、お客様の老齢年金について
旧法共済の退職年金受給による厚生年金老
齢年金を裁定すべきところ、誤って老齢厚生
年金を裁定していることが判明しました。
○また、老齢年金裁定誤りにより、配偶者様
の老齢基礎年金に誤って振替加算を支払して
いました。

○老齢年金裁定請求書受付時における他年
金受給状況の確認漏れによるものです。
○担当者がお客様の記録等の確認を怠った
ことによります。

2名 その他 6,146,335

13



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

54

国民年金
第３号被保
険者期間
の誤りによ
る老齢基
礎年金の
裁定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務

センター
2011年
3月17日

2011年
6月7日

○機構本部より、再裁定報告書の返戻があ
り、確認したところ、お客様の国民年金第３号
被保険者期間を誤ったまま老齢基礎年金を裁
定していることが判明しました。

○お客様の国民年金第３号被保険者期間と
ご主人様の厚生年金期間を確認の上、お客
様の年金記録を訂正すべきところ、訂正せず
に裁定したものです。
○担当者の年金裁定請求書受付時及び審査
時におけるお客様の第３号被保険者期間の
確認不足によります。また、決裁においても誤
りに気付かなかったことによります。

1名 過払い 405,000

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。お客様よ
り国民年金種別変更届、年金額仮計算
書、返納方法申出書を受理しました。
○事務処理について、ブロック本部に
協議の上、処理可能との回答により、
お客様の国民年金種別変更届を入力
の上、機構本部に再裁定関係書類一
式を進達しました。
○再裁定処理が完了し、お客様の年金
額が訂正されたことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、年金裁
定請求書審査時における年金請求者
及び配偶者様の年金記録の確認の徹
底を周知しました。
○また、年金事務所に今回の事象を情
報提供し、注意喚起を行いました。

内
部

57

裁定請求
書入力時
における厚
生年金期
間と共済
組合期間
に係る重
複期間の
処理誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

静岡 沼津
2002年
2月28日

2011年
6月17日

○事務センターより、お客様の配偶者様の裁
定請求書の審査において、お客様の記録に
疑義が生じたとの連絡があり、確認したとこ
ろ、裁定請求書入力時における厚生年金期間
と共済組合期間に係る重複期間の処理誤り
が判明しました。

○厚生年金期間と共済組合期間が重複して
いた場合、本来、厚生年金期間を削除して裁
定するべきところ、共済組合期間を削除し、裁
定したものです。
○担当者が加入記録が重複していた場合の
取扱いを正しく把握していなかったことにより
ます。 1名 過払い 4,107

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。取扱いについて、ブロック
本部と協議することとしました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、担当者がお客様に再度お
詫びの上、今後支払される年金で調整
することで了承を得たため、返納方法
申出書を受理し、関係書類とともに機
構本部に進達しました。
○処理が完了し、支払された年金で調
整されたことを確認しました。

○お客様相談室において、裁定請求書
の受理時の審査時には細心の注意を
払うよう周知しました。
○また、今回の事象を事務センターに
情報提供し、注意喚起しました。

内
部

55

56

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上、説明しました。お客様より、繰下
げ請求を強く希望されたため、取扱い
を機構本部と協議することとしました。
○機構本部から、裁定取消を行い、繰
下げ申出書を受理した上で、７０歳から
の繰下げ支給として裁定する旨の回答
があり、お客様相談室長がお客様に再
度お詫びの上説明し、了承を得たた
め、繰下げ申出書及び返納方法申出
書を受理し、機構本部に進達しました。
○繰下げ後の初回支払及びお客様か
ら過払い分が返納されたことを確認し
ました。

繰下げ申
出書の受
理漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道
新

さっぽろ
2011年
5月17日

2011年
6月28日

○お客様より、年金証書が届いたが、年金請
求時に繰下げを依頼したにもかかわらず、６５
歳に遡って決定されているとのお問合せがあ
り、確認したところ、繰下げ申出書を受理して
いないことが判明しました。

○お客様の代理人が老齢基礎年金裁定請求
書を提出された際、担当者が繰下げ意思の確
認を怠り、６５歳からの請求のお申出として老
齢基礎年金裁定請求書を受理したことによる
ものです。

1名 過払い 4,204,053

○お客様相談室において、６５歳以上
及び６５歳目前の年金請求者の方に、
必ず繰下げ請求の意思について、老齢
給付年金請求書受付確認票により確
認を徹底するよう周知しました。
○また、お客様に確認した事項につい
て、必ず事跡登録することを指示しまし
た。 外

部

○年金事務所の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。取扱いについ
て、ブロック本部と協議することとしまし
た。
○ブロック本部より、繰上げ請求を取消
する旨の回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上説明し、繰上げ請求
を取消し、今後支払される年金で調整
することで了承を得たため、繰上げ請
求取消に関する申立書等を受理しまし
た。
○機構本部に取消に係る書類一式を
進達し、支払調整されていることを確認
しました。

老齢基礎
年金繰上
げ請求時
におけるお
客様の意
思確認漏
れによる裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

兵庫
事務

センター
2010年

11月19日
2011年
6月10日

外
部

○年金事務所より、お客様から年金受取額が
増えていないのはなぜかとのお問合せがあっ
たとの連絡があり、確認したところ、退職共済
年金受給者の方にもかかわらず、老齢基礎年
金繰上げ請求時におけるお客様の意思確認
漏れによる裁定誤りが判明しました。

○共済組合期間を含む裁定請求書が市町村
から回付され、繰上げ請求書等が正確に整備
されていたため、繰上げ請求における説明が
十分行われていると誤認し、お客様に繰上げ
請求した場合の意思確認を行っていませんで
した。
○裁定時の確認不足及び決裁においても、誤
りに気付かなかったものです。

1名 その他 734,950

○年金給付グループにおいて、市町村
受付の請求書のうち、国民年金以外の
期間が含まれている請求書を受理した
場合は、十分に説明がされていること
を確認した上で、裁定処理を進めるよう
周知・徹底しました。

14



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

58

老齢基礎
年金の６５
歳裁定後
に納付され
た国民年
金保険料
の年金額
への算入
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 松山西

2007年
4月
～

2009年
5月

2011年
7月6日

○ブロック本部からの情報提供により、国民
年金被保険者資格喪失一覧表の確認をした
ところ、老齢基礎年金の６５歳裁定後に納付し
た国民年金保険料が、年金額に反映されてい
ないことが判明しました。

○国民年金の任意加入被保険者であったお
客様の６５歳到達時の老齢給付裁定請求書
（はがき）の入力処理が行われた後、国民年
金保険料が口座振替により納付されたため、
本来、機構本部に再裁定の依頼をすべきとこ
ろ、依頼していなかったことによるものです。
○国民年金被保険者資格喪失一覧表の確認
ができていなかったことによるものです。

7名 未払い 36,678

○担当者が７名のお客様にお詫びの
上説明し、了承を得たため、再裁定に
係る書類を受理しました。
○機構本部に書類一式を進達し、処理
が完了したことを確認しました。

○お客様相談室において、国民年金被
保険者資格喪失一覧表の確認を徹底
するよう指示しました。

内
部

59

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る受給
権発生年
月日の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀 草津
1996年
9月5日

2011年
6月28日

○機構本部より、進達した再裁定関係書類の
返戻があり、確認したところ、特別支給の老齢
厚生年金に係る受給権発生年月日の裁定誤
りが判明しました。

○お客様は国民年金第３号被保険者特例届
により、受給要件を満たしたため、第３号被保
険者特例届出日をもって受給権発生として裁
定すべきところ、誤って６０歳に遡及して裁定
したものです。
○担当者の確認不足及び決裁においても気
付かなかったものです。

1名 過払い 6,933

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。訂正処理を行い、今後支
払される年金で調整することで了承を
得ました。
○機構本部に連絡し、訂正処理に係る
書類一式を進達し、処理が完了し、お
客様に支払された年金で調整されたこ
とを確認しました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書等の受付の際に、お客様の年金
記録の確認を十分行うよう周知しまし
た。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、注意喚起しました。

内
部

60

加給年金
の加算漏
れについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

北海道 小樽
1992年

12月20日
2011年
5月2日

○事務センターより、お客様から請求された遺
族厚生年金を審査したところ、配偶者様の老
齢厚生年金の配偶者状態表示の入力が誤っ
ているのではないかとの連絡があり、確認し
たところ、加給年金の加算漏れが判明しまし
た。

○配偶者様の老齢厚生年金の裁定処理の
際、加給年金対象者であるお客様が国民年
金通算老齢年金及び通算退職年金を受給さ
れているため、本来、配偶者状態表示を加給
年金を加算すると入力すべきところ、誤って加
算しないと入力処理したことによります。
○審査時及び入力処理時の確認不足、決裁
においても誤りを発見できなかったことにより
ます。

1名 未払い 5,145,919

○お客様相談室長がお客様のご家族
にお詫びの上、説明しました。取扱いに
ついて、機構本部と協議することとしま
した。
○機構本部より、時効を適用せず遡及
して支払する旨の回答があり、機構本
部に関係書類一式を進達しました。
○処理が完了し、支払時期が確定した
ため、お客様相談室長がお客様のご家
族に再度お詫びの上、支払済であるこ
とを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書等の受理の際には、年金裁定請
求書及び配偶者様の年金受給状況及
び年金記録について、複数名による確
認をするよう改めて周知しました。

内
部

61

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る共済
組合期間
の算入誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 川内
2001年
3月21日

2011年
7月13日

○事務センターより、お客様の特別支給の老
齢厚生年金の裁定に疑義があるとの連絡が
あり、確認したところ、共済組合期間の算入を
誤り裁定していることが判明しました。

○特別支給の老齢厚生年金を審査・入力する
際に、本来、共済組合期間を合算対象期間と
して入力すべきところ、誤って共済組合期間と
して入力していました。
○また、決裁時にも誤りに気付かなかったも
のです。

1名 過払い 75,918

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、過払い分の返納について
了承を得たため、返納方法申出書を受
理しました。
○機構本部に返納方法申出書等を進
達しました。

○お客様相談室において、年金相談時
には再度記録の確認を慎重に行い、正
しく年金が支給されているか確認を徹
底するよう周知しました。 内

部

62

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る旧三
共済期間
の厚生年
金への移
管漏れに
よる裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

広島
事務

センター
2011年
6月2日

2011年
7月12日

○年金事務所より、旧三共済期間が厚生年
金に移管されないまま裁定が行われていると
の連絡があり、確認したところ、特別支給の老
齢厚生年金に係る旧三共済期間の厚生年金
への移管漏れによる裁定誤りが判明しまし
た。

○平成９年に旧三共済が厚生年金に統合さ
れたことにより、お客様の旧三共済期間は厚
生年金期間とみなし裁定すべきところ、共済
組合期間として裁定していました。
○担当者が機構本部に記録を移管処理依頼
する必要があることに気付かずに通常の共済
組合期間混在者と同様に判断したこと及び審
査、決裁においても気付かなかったことにより
ます。

1名 未払い 99,328

○年金事務所の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。移管処理を
行い、完了後に再裁定を行うことで了
承を得ました。
○機構本部に連絡の上、移管処理を
依頼しました。
○移管処理後、再裁定処理が完了した
ことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、今回の
事象を説明し、共済組合期間の移管処
理を再確認し、審査を慎重に行うよう周
知・徹底しました。
○また、検討会を開催し、事例の検証
と点検時の注意項目を確認しました。 内

部

15



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

64

障害基礎
年金の子
の加算に
係る処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 貝塚
2011年
6月21日

2011年
7月14日

○市役所より、お客様が受給中の障害基礎年
金に加算されている子の加算額の終期に係る
文書照会に対する回答があったが、児童扶養
手当は平成２３年４月分より受給されているに
もかかわらず、子の加算が平成２３年４月分ま
で加算されているとの回答になっているとの
連絡があり、確認したところ、子の加算の不該
当年月日を誤って処理していたことが判明し
ました。

○子の加算の不該当となった日を平成２３年
３月３１日とすべきところ、児童扶養手当認定
通知書の詳細部分の確認を漏らし、児童扶養
手当請求日である平成２３年４月２１日と誤っ
て記載し、機構本部に進達してしまいました。
○また、決裁においても見落していました。 1名 過払い 18,916

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。返納について、今後支払さ
れる年金で調整することで了承を得た
ため、返納方法申出書を受理しました。
○機構本部に不該当年月日の訂正処
理を依頼し、返納方法申出書を進達し
ました。
○市役所に文書の差替を依頼し、完了
しました。

○お客様相談室において、児童扶養手
当の内容を確認できる書類を点検する
際、請求日だけでなく、支給開始年月も
併せて確認するよう周知・徹底しまし
た。

外
部

65

老齢厚生
年金裁定
時における
共済組合
期間の算
入誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 室蘭
1989年
6月22日

2011年
8月22日

○お客様から遺族厚生年金裁定請求書を受
付し、内容審査の際に、死亡されたご主人様
の老齢厚生年金の原簿記録を確認したとこ
ろ、老齢厚生年金裁定時の共済組合期間の
算入誤りが判明しました。

○ご主人様の老齢厚生年金裁定時に、本来、
共済組合期間と入力すべきところ、誤って合
算対象期間として入力し、誤って裁定したこと
によります。
○年金加入期間確認通知書の確認不足及び
決裁においても誤りを発見できなかったことに
よるものです。

1名 未払い 5,415,416

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、機構本部と協議することで了承を得
ました。
○機構本部より、時効を適用せず遡及
して支払するとの回答があり、機構本
部に再裁定関係書類を進達し、処理が
完了したことを確認しました。

○お客様相談室において、加給年金・
振替加算について説明の上、窓口対応
時には慎重な対応と確認を周知しまし
た。
○また、進達時の審査も慎重に行うよ
う徹底しました。

内
部

66

戦時加算
の算入漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 石巻
1990年
5月17日

2011年
8月22日

○お客様より、ご主人様の厚生年金期間判明
による再裁定関係書類の提出があり、事務セ
ンターへ回付したところ、お客様が受給されて
いる遺族厚生年金に、戦時加算の算入漏れ
が判明しました。

○遺族厚生年金裁定の際に、ご主人様の厚
生年金記録及び老齢年金給付記録の確認不
足により、戦時加算記録の入力が漏れていた
ことによるものです。

1名 未払い 1,534,004

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、ブロック本部と協議することで了承
を得ました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、訂正処理依頼書を機構本
部に進達し、処理が完了したことを確
認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、裁定請求書
受付時の年金記録の確認を慎重に行
い、説明するよう周知しました。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、注意喚起を行いました。

内
部

67

厚生年金
第四種期
間の削除
漏れによる
老齢厚生
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉
2005年
9月15日

2011年
8月22日

○機構本部より、進達した再裁定関係書類の
返戻があり、確認したところ、第四種期間の削
除漏れによる老齢厚生年金の裁定誤りが判
明しました。

○お客様の厚生年金期間が判明したことによ
り、受給要件を満たしたため、本来、第四種期
間を取消し裁定すべきところ、誤って取消せず
に裁定したことによります。また、再裁定の際
にも年金額仮計算書を誤って作成し、お客様
へ送付していたものです。
○記録統合時における担当者の受給要件の
確認不足によるものです。

1名 その他 951,490

○担当者がお客様あてにお詫びと経過
説明の文書を送付したところ、お客様よ
り年金額仮計算書及び返納方法申出
書の提出があり、了承した旨の文書が
同封されていました。
○他年金事務所に、第四種期間の取
消を依頼し、取消処理が完了したこと
及び第四種保険料の還付処理が完了
したことを確認しました。
○機構本部に再裁定関係書類を進達
し、処理が完了したことを確認しまし
た。

○お客様相談室において、記録統合時
における被保険者記録と受給記録の
確認の徹底及び第四種期間を有する
方の記録の確認を慎重に行うよう周知
しました。

内
部

63

支払機関
変更届に
係る金融
機関コード
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

広島
事務

センター
2011年
5月11日

2011年
7月13日

○年金事務所より、お客様から年金が振込さ
れていないとのお問合せがあったとの連絡が
あり、確認したところ、支払機関変更届の金融
機関コードを誤って処理していたことが判明し
ました。

○委託業者が年金事務所から回付された支
払機関変更届を受付・点検した際に、変更後
の金融機関コードを誤って記入し、その後、事
務センター職員が届書の審査をした際にも金
融機関コードの記入誤りに気付かず、そのま
ま委託業者に入力依頼の回付をしたため、
誤った金融機関コードのまま入力処理が行わ
れたものです。
○また、委託業者による入力後のチェック、事
務センター職員の決裁時においても気付きま
せんでした。

1名 未払い 87,116

○年金事務所のお客様相談室長がお
客様にお詫びの上、説明しました。再
振込の時期をお伝えし、了承を得まし
た。
○再振込の処理及び支払機関訂正の
処理を行いました。
○再振込の手続きが完了していること
を確認しました。

○年金給付グループにおいて、委託
前、入力後の審査、決裁時の審査・点
検を段階ごとにポイントを絞った点検方
法に工夫するよう、検討会を開催し、金
融機関コードの記入には細心の注意を
払うよう周知しました。
○委託業者に対し、今回の事象を説明
し、金融機関コードの記入には細心の
注意を払うこと及び記入後のチェックを
行うことを追加指示するとともに、入力
の処理結果リストのチェック時にも確認
を確実に行うことを徹底するよう指示し
ました。

外
部

16
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68

老齢基礎
年金に係
る共済組
合期間の
算入誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

富山 高岡
1993年
9月16日

2011年
8月23日

○お客様から、ご主人様の死亡による遺族厚
生年金裁定請求書の提出があり、担当者が
ご主人様の原簿記録を確認したところ、共済
組合期間の算入誤りによる老齢基礎年金の
裁定誤りが判明しました。

○ご主人様は、旧法共済年金を受給していた
ため、本来、合算対象期間とすべきところ、
誤って共済組合期間として裁定したことにより
ます。
○共済年金証書に記載されていた年金種別
及び年金加入期間確認通知書の確認不足に
よるものです。

1名 過払い 2,080,049

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。また、返
納方法申出書を受理しました。
○機構本部に再裁定関係書類を進達
し、処理が完了したことを確認しまし
た。

○お客様相談室において、年金証書に
おける新法・旧法の取扱いを再確認
し、判断困難な場合は、上司等に確認
すること及び年金加入期間確認通知書
の確認は慎重に行うよう周知しました。

内
部

69

障害基礎
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2011年
8月11日

2011年
8月22日

○市役所より、お客様の障害基礎年金の受給
権発生年月日について照会があり、確認した
ところ、障害基礎年金の受給権発生年月日を
誤って裁定していたことが判明しました。

○裁定請求書の審査の際に、初診日から１年
６ヵ月経過後に症状が重くなったため、本来、
受給権発生年月日を裁定請求書の受付日と
すべきところ、誤って初診日から１年６ヵ月経
過した日としたことによります。
○裁定請求書審査時における確認不足及び
入力後の決裁においても、誤りに気付かな
かったことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、訂正することで了承を得ました。
○担当者が支払保留を入力し、機構本
部へ訂正報告書を進達し、処理が完了
したことを確認しました。

○年金給付グループにおいて、裁定請
求書の審査時における相互チェックを
確実に行うよう周知・徹底しました。
○また、受給権発生年月日について
は、３回以上チェックを行うこととしまし
た。

外
部

70

遺族厚生
年金に係
る短期要
件・長期要
件の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉
1993年
7月15日

2011年
8月26日

○機構本部より再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、遺族厚生年金に係る短期
要件・長期要件の裁定誤りが判明しました。

○お客様のご主人様が障害厚生年金の受給
権者の方で、短期要件及び長期要件のいず
れも満たしていましたが、遺族厚生年金裁定
請求書受付の際に年金額の確認不足により
長期要件該当として受付したことによります。

1名 未払い 2,237,317

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。
○機構本部に協議し、訂正処理可能と
の回答があり、訂正処理依頼書を機構
本部に進達し、処理が完了したことを
確認しました。
○担当者が機構本部に支払時期を確
認し、お客様に再度お詫びの上、支払
時期を説明し、了承を得ました。

○お客様相談室において、遺族厚生年
金裁定請求書受付の際は、受給要件
を慎重に確認するよう周知しました。
○また、受給要件について、短期要件・
長期要件の両方満たす場合は、お客
様に十分説明し、決定するよう徹底しま
した。

内
部

71

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

静岡 沼津
2011年
5月23日

2011年
8月26日

○老齢厚生年金受給権者のお客様より、障害
厚生年金額改定請求書を提出したが、その結
果減額となったとのお問合せがあり、確認した
ところ、額改定請求時に提出された年金受給
選択申出書の記載誤りによる処理誤りが判明
しました。

○お客様は、厚生年金基金年金を受給されて
いるため、本来、老齢厚生年金と障害基礎年
金を選択する旨年金受給選択申出書に記載
すべきところ、誤って備考欄に有利な年金を
選択すると記載された年金受給選択申出書を
使用したことによります。
○また、受付した担当者の受理時の確認不足
によるものです。 1名 その他 383,932

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、ブロック本部と協議することで了承
を得ました。また、過払い分は、未払い
分で調整することで了承を得ました。
○ブロック本部より、処理可能との回答
があり、機構本部に訂正処理依頼書を
進達し、処理が完了したことを確認しま
した。
○担当者が窓口装置で支払時期が確
定したことを確認し、お客様に再度お詫
びの上、支払時期をお伝えし、了承を
得ました。

○お客様相談室において、年金受給選
択申出書の記載について再度説明し、
お客様にも選択内容を十分説明し、確
認するよう周知しました。
○また、有利選択の取扱いについて確
認の徹底を行いました。

外
部

72

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る配偶
者加給年
金の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

徳島 徳島北
1999年
2月25日

2011年
8月26日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、特別支給の老齢厚生年金
の新規裁定時における配偶者状態表示の入
力誤りによる配偶者加給年金の加算漏れが
判明しました。

○お客様の特別支給の老齢厚生年金の受給
権発生日が、配偶者様の特別支給の老齢厚
生年金の受給権発生日より前であることの確
認ができなかったため、本来、裁定時以降、
配偶者様の特別支給の老齢厚生年金の受給
権発生時に配偶者状態表示を変更すべきとこ
ろ、新規裁定時から誤って入力していたことに
よります。
○また、老齢・障害給付加給年金額支給停止
事由該当届の提出を求めていなかったこと及
び審査時においてもその確認が不足していた
ことによるものです。

1名 未払い 75,332

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。また、老
齢・障害給付加給年金額支給停止事
由該当届を受理しました。
○機構本部に協議し、訂正処理可能と
の回答により、再裁定関係書類を機構
本部に進達し、処理が完了したことを
確認しました。
○お客様相談室長がお客様に再度お
詫びの上、支払時期をお伝えし、了承
を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書受付時における年金記録の確認
の徹底を周知しました。
○また、事務センターに今回の事象を
説明し、注意喚起を行いました。

内
部

17



整理
番号
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判明
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73

別人の基
礎年金番
号による遺
族厚生年
金の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

高知 高知東
2005年
9月29日

2011年
8月31日

○機構本部より、遺族厚生年金受給権者の
基礎年金番号が別人のものである可能性が
あるとの連絡があり、確認したところ、遺族厚
生年金裁定時に誤って別人の基礎年金番号
により裁定していたことが判明しました。

○遺族厚生年金裁定請求書受付の際に、請
求者であるA様の氏名索引で、本来、氏名、
生年月日、住所等を確認の上、基礎年金番号
を特定すべきところ、確認が不十分であったこ
とにより、誤ってB様の基礎年金番号で裁定し
てしまったことによります。
○担当者による基礎年金番号の確認誤り及
び確認不足と審査時においても姓の違い・住
所の違い等の確認ができていなかったことに
よるものです。

2名 ― 0

○お客様相談室長がA様にお詫びの上
説明し、訂正することで了承を得まし
た。
○A様及びB様の基礎年金番号を整備
の上、A様の年金受給記録の訂正処理
を行いました。
○B様に複数回連絡しましたが、連絡
がつかないので、引き続き対応するこ
ととしました。

○お客様相談室において、氏名索引に
よる基礎年金番号の特定については、
住所・氏名・性別・生年月日及び職歴
の確認を徹底することを周知しました。

内
部

74

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉
1996年
8月8日

2011年
8月31日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、特別支給の老齢厚生年金
に係る配偶者状態表示の入力誤りによる配偶
者加給年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金を配偶者様の老齢年金
裁定後、配偶者様より前に遡及して裁定され
たため、本来、裁定時以降に配偶者状態表示
を変更すべきところ、誤って当初より配偶者状
態表示のコードを入力していたことによりま
す。
○裁定請求書の審査時及び入力後の確認不
足、決裁時でも誤りが発見できなかったことに
よるものです。

1名 未払い 411,316

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、住民票等の
提出を依頼し、受理しました。
○ブロック本部に協議し、訂正処理可
能との回答により、機構本部に再裁定
関係書類を進達し、処理が完了したこ
とを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、裁定請求書
受付時における年金記録の確認、添付
書類漏れの再確認及び事務センター
回付時における内容点検を周知・徹底
しました。
○また、受給権者に係る受給者原簿の
確認を十分行うよう周知しました。

内
部

75

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉
1988年

3月
2010年
9月24日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、老齢厚生年金の裁定時に
おける配偶者状態表示の登録誤りによる配偶
者加給年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢厚生年金裁定時に、配偶者
加給年金を加算すると入力すべきところ、配
偶者加給年金を誤って加算しないと入力し、
裁定したことによります。
○老齢厚生年金裁定時の確認不足によるも
のです。

1名 未払い 3,015,349

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、加給年金額
加算開始事由該当届と関係書類を受
理しました。
○機構本部に協議し、時効を適用せず
遡及して支払するとの回答があり、再
裁定関係書類を機構本部に進達し、処
理が完了したことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、年金請求時
における配偶者様の有無及び配偶者
様の年金受給状況の確認の徹底を周
知しました。
○また、年金請求時に必要な書類につ
いて再確認しました。 内

部

76

特別支給
の老齢厚
生年金裁
定請求書
受付時の
受取金融
機関の確
認漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 新居浜
2011年
7月20日

2011年
9月15日

○お客様より、年金が振込されていないとの
お問合せがあり、確認したところ、特別支給の
老齢厚生年金裁定請求書を受理した際、誤っ
て配偶者様名義の金融機関口座が記載され
た裁定請求書と通帳の写しを受理し、金融機
関口座の登録を誤り、年金が振込不能となっ
ていることが判明しました。

○老齢年金裁定請求書受付時における、担
当者の確認不足によるものです。
○また、裁定請求書の審査時及び決裁時に
おいても誤りを発見できませんでした。

1名 未払い 973,632

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、再振込予定日について説明しまし
たが、ご納得いただけず、機構本部に
早期支払の依頼を行いました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、再振込予定日をお伝えし、了承を
得ました。

○お客様相談室において、窓口受付時
の確認及び事務センターに回付する前
の確認を徹底するよう注意喚起しまし
た。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、審査時の確認について注
意喚起しました。

外
部

77

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る障害
者特例請
求書の受
理漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 墨田
2011年
8月12日

2011年
9月7日

○事務センターより、老齢年金裁定請求書の
受理時における障害者特例の説明の有無に
ついて照会があり、確認したところ、障害者特
例の確認を漏らしていたことが判明しました。

○特別支給の老齢厚生年金裁定請求書を受
理する際、お客様は既に障害基礎年金を受給
されていたため、本来、障害者特例請求書を
受理すべきところ、提出を求めず、年金額の
少ない障害基礎年金を選択させたものです。
○担当者が障害者特例に該当するかの確認
を行っていませんでした。 1名 未払い 22,808

○担当者がお客様のご家族にお詫び
の上説明し、取扱いについて、機構本
部と協議することとしました。
○機構本部より、選択方法の訂正可能
との回答があり、担当者がお客様のご
家族に再度お詫びの上、障害者特例
請求書及び年金受給選択申出書を受
理し、機構本部に進達しました。
○処理が完了し、お客様に支払された
ことを確認しました。

○お客様相談室において、障害年金受
給権者の方が特別支給の老齢厚生年
金を請求される際には、障害者特例に
ついての説明を確実に行うこと及び事
務センターへの回付前チェックにおい
ても障害者特例請求書の添付につい
て必ず確認することを周知・徹底しまし
た。

内
部

18



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

78

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 高津
1994年
8月17日

2011年
8月1日

○お客様の厚生年金記録が新たに判明し、
年金額仮計算書を持参された際に、年金記録
を確認したところ、振替加算の加算誤りが判
明しました。

○お客様の年金を裁定する際、配偶者様が
旧法共済年金を受給されていたため、本来、
配偶者状態表示を振替加算を加算しないと入
力すべきところ、誤って加算すると入力したこ
とによります。
○裁定時における配偶者様の年金受給状況
の確認不足によります。

1名 過払い 1,293,100

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。返納について了承を得た
ため、返納方法申出書を受理しました。
○機構本部に返納方法申出書等書類
一式を進達しました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書を受理する際には、配偶者様の共
済年金の受給の有無及びその内容に
ついて十分確認することを徹底しまし
た。 内

部

79

遺族厚生
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

北
1990年

11月29日
2011年
9月16日

○機構本部より、年金受給選択申出書が返
戻され、確認したところ、遺族厚生年金の裁定
誤りが判明しました。

○お客様は短期要件による遺族共済年金を
受給されているため、本来、長期要件による
遺族厚生年金を受給できませんが、受給要件
を確認せずに誤って裁定したものです。
○審査時及び決裁時の確認が不十分であっ
たことによります。

1名 過払い 39,150

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、返納について了承を得ました。
○お客様より返納方法申出書を受理
し、機構本部に進達しました。また、事
務センターに裁定取消を依頼しました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書等の受付時における年金受給状
況確認の徹底を周知しました。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、注意喚起を行いました。 内

部

80

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

長野
事務

センター
2011年
6月11日

2011年
9月16日

○機構本部より、年金受給選択申出書が返
戻され、確認したところ、お客様が希望された
選択処理がされていないことが判明しました。

○お客様は老齢年金と遺族年金の選択の
際、税金等を考慮し、年金額の低い遺族年金
の受給を希望されていましたが、誤って金額
の多い有利選択で処理してしまいました。
○担当者の処理時の確認不足と、その後の
決裁においても誤りを見落したことによるもの
です。 1名 過払い 60,332

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。取扱いについて、ブロック
本部と協議することとしました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、担当者がお客様に再度お
詫びの上説明し、今後支払される年金
で調整することで了承を得たため、機
構本部に書類一式を進達しました。
○処理が完了し、お客様に支払された
年金で調整がされていることを確認し
ました。

○年金給付グループにおいて、年金受
給選択申出書処理時の注意点を再度
周知し、慎重に確認を行うよう徹底しま
した。

内
部

81

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 千代田
2011年
5月11日

2011年
9月13日

○お客様より、障害厚生年金より特別支給の
老齢厚生年金の方が受給額が多いのではな
いかとのお問合せがあり、確認したところ、厚
生年金基金の受給額を確認せずに年金受給
選択申出書を受理していたことが判明しまし
た。

○お客様は既に障害厚生年金を受給されて
いますが、年金受給選択申出書を受理する際
に、厚生年金基金の受給についての確認を漏
らしたものです。
○年金受給選択申出書の備考欄に、有利選
択の記載をしたまま受付し、進達したことによ
るものです。 1名 過払い 334,546

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、取扱いについて機構本部と協議す
ることとしました。
○機構本部より、選択処理を訂正する
旨の回答があり、お客様に再度お詫び
の上説明し、過払い分については特別
支給の老齢厚生年金の遡及支払分で
調整することで了承を得たため、関係
書類一式を機構本部に進達しました。
○処理が完了し、年金の支払で過払い
額が調整されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、年金受給選
択申出書を受理する際には、必ず、厚
生年金基金受給の有無について確認
することを周知・徹底しました。

外
部

82

老齢厚生
年金に係
る子の加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2002年
2月28日

2011年
9月21日

○お客様より、老齢厚生年金に子の加給年金
が加算されていないとのお問合せが年金相談
センターにあり、確認したところ、子の加給年
金の加算漏れが判明しました。

○老齢厚生年金の裁定時に、加給年金対象
者が３名いたにもかかわらず、１名分の入力
を漏らしたものです。
○年金請求書審査時の確認不足及び決裁に
おいても誤りに気付かなかったことによりま
す。 1名 未払い 671,798

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、遡及支払についてブロック本部と協
議することで了承を得ました。
○ブロック本部より処理可能との回答
があり、機構本部に関係書類を進達し
ました。
○処理が完了し、担当者がお客様に再
度お詫びの上、支払時期をお伝えし、
了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、年金裁
定請求書等の審査の際には、確認を
慎重に行うよう指示しました。

外
部

19



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
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対応 対策
判明
契機

83

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 今治
1993年
4月20日

2011年
8月21日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、特別支給の老齢厚生年金
に係る配偶者加給年金の加算漏れが判明し
ました。

○お客様の老齢年金裁定請求書を受付した
際に、特別支給の老齢厚生年金の受給権発
生日が配偶者様の特別支給の老齢厚生年金
の受給権発生日より前であることの確認を漏
らしたことにより、お客様の受給権発生時の配
偶者状態表示のコードを誤って入力していた
こと及び配偶者様の受給権発生時に配偶者
状態表示のコードを変更するため、お客様に
老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該
当届の提出を求めなかったことによるもので
す。
○審査時においても見落していました。

1名 未払い 16,000

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、遡及支払についてブロック本部と協
議することとしました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、担当者がお客様に再度お
詫びの上、説明しました。
○機構本部に訂正に係る書類一式を
進達し、支払時期が確定したため、担
当者がお客様に改めてお詫びの上、支
払時期をお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、遡及請求の
場合には、配偶者様の受給権発生年
月日の確認を徹底するよう指示しまし
た。

内
部

84

老齢基礎・
老齢厚生
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

岡山 岡山西
1989年
1月7日

2010年
12月22日

○事務センターより、お客様の遺族厚生年金
裁定請求書等審査の際に、死亡されたご主人
様が旧法退職年金の受給者の方であるにも
かかわらず、老齢基礎・老齢厚生年金が裁定
されているとの連絡があり、確認したところ、
老齢基礎・老齢厚生年金の裁定誤りが判明し
ました。

○ご主人様は、旧法退職年金を受給されてい
たことから、本来、厚生年金老齢年金及び国
民年金通算老齢年金として請求の上、裁定す
べきところ、誤って新法による老齢年金として
請求し、裁定していたものです。
○担当者が老齢年金裁定請求書を受理する
際の他年金受給状況についての確認不足に
よるものです。

1名 未払い 4,888,982

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。お客様から厚生年
金老齢年金裁定請求書及び国民年金
通算老齢年金裁定請求書を受理しまし
た。
○機構本部に厚生年金裁定請求書
等、関係書類一式を進達しました。
○処理が完了し、未支給年金が決定さ
れていることを確認しました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書を受理する際に、他年金の受給状
況を正確に聴取し、年金裁定請求書の
該当欄に正確に記載していただくよう
周知・徹底しました。
○また、年金受給状況について、窓口
装置による再確認を行うよう周知しまし
た。

内
部

85

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

南
2006年
4月20日

2012年
1月24日

○お客様より、配偶者加給年金についてお問
合せがあり、確認したところ、特別支給の老齢
厚生年金に係る配偶者状態表示の入力誤り
により、配偶者加給年金の加算漏れが判明し
ました。

○老齢年金裁定請求書受付の際に、本来、
生計維持関係を確認の上、配偶者加給年金
を加算すべきところ、生計維持関係の確認を
怠り、配偶者加給年金加算なしと誤って裁定
したことによります。
○また、書類審査時及び入力後決裁において
も確認を漏らしたものです。

1名 未払い 2,689,033

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、生計維持関
係書類を受理しました。
○ブロック本部に協議し、訂正処理可
能との回答により、機構本部に訂正処
理依頼書及び生計維持関係書類を進
達し、処理が完了したことを確認しまし
た。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、チェックシー
トを活用し、受給要件について研修で
再周知しました。
○また、年金裁定請求書受付時におけ
る年金記録の確認及び添付書類の確
認の徹底を周知しました。 外

部

86

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 加治木
1994年

10月17日
2012年
1月24日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、戦時加算の加算漏れが判
明しました。

○遺族厚生年金裁定の際に、本来、死亡され
たご主人様の老齢年金受給者原簿に戦時加
算があったにもかかわらず、誤って戦時加算
を入力せずに裁定したことによります。
○また、遺族年金裁定請求書の審査誤り及び
入力後の確認不足によるものです。 1名 未払い 35,389

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。
○ブロック本部に協議し、訂正処理可
能との回答により、機構本部に再裁定
関係書類を進達し、処理が完了したこ
とを確認しました。
○お客様相談室長がお客様に再度お
詫びの上、支払時期をお伝えし、了承
を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書を受付する際の被保険者記録と
受給者原簿の確認の徹底を周知しまし
た。

内
部

87

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2008年
5月20日

2012年
1月27日

○年金事務所より、進達した再裁定関係書類
について、裁定誤りの疑いがあるとのことで機
構本部から返戻されたとの連絡があり、確認
したところ、老齢厚生年金に係る配偶者状態
表示の入力誤りにより、配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○老齢厚生年金裁定の際に、配偶者状態表
示を配偶者加給年金を加算すると入力し、配
偶者様の受給権発生をもって配偶者状態表
示の変更報告書を機構本部に進達すべきとこ
ろ、誤って配偶者加給年金を加算しないと入
力したことによります。
○裁定請求書の審査時の確認不足及び決裁
でも誤りが発見できなかったことによるもので
す。

1名 未払い 33,000

○ブロック本部に協議し、処理可能との
回答により、機構本部に訂正処理依頼
書を進達し、処理が完了したことを確認
しました。
○担当者がお客様にお詫びの上経過
を説明し、支払時期をお伝えし、了承を
得ました。また、年金事務所に訂正処
理が完了したことを連絡しました。

○年金給付グループにおいて、裁定請
求書の審査時の確認及び決裁時の確
認の徹底を周知しました。

内
部

20



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

88

老齢年金
裁定請求
書に係る
振込先口
座の預金
種別誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 帯広
2011年

10月27日
2012年
1月17日

○事務センターより、老齢年金を新規裁定し
たお客様の初回支払ができないとの連絡があ
り、確認したところ、振込先口座の預金種別の
誤りが判明しました。

○担当者が老齢年金裁定請求書を受付した
際に、振込先預金通帳より、通帳の記号番号
は確認しましたが、預金種別の確認を漏らし
たことによります。
○また、事務センター回付時における確認の
際にも見落したことによるものです。 1名 未払い 73,508

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、訂正処理をすることで了承を得まし
た。また、新しい振込先への変更届を
受理しました。
○担当者が振込先口座の訂正入力を
行いました。
○担当者が支払時期を確認し、お客様
に再度お詫びの上、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書受付時における年金振込先口座
の確認について、特に慎重に行うよう
周知・徹底しました。

内
部

89

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る金融
機関の入
力誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
事務

センター
2011年
12月1日

2012年
2月1日

○機構本部より、特別支給の老齢厚生年金
新規裁定者の初回支払が振込不能となった
旨の連絡があり、確認したところ、特別支給の
老齢厚生年金に係る金融機関の入力誤りが
判明しました。

○特別支給の老齢厚生年金裁定時に、金融
機関の確認不足により、誤った入力をしたこと
によります。
○入力後の確認及び決裁においても誤りを発
見できなかったことによるものです。 1名 未払い 176,951

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、再振込することで了承を得ました。
○担当者が金融機関の訂正入力を行
い、機構本部に再振込の処理を依頼し
ました。
○担当者が窓口装置で支払時期を確
認しました。

○年金給付グループにおいて、年金裁
定時の事務処理を再確認し、金融機関
について、十分確認するよう周知・徹底
しました。

内
部

90

老齢基礎
年金に係
る配偶者
状態表示
の入力誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2008年

11月27日
2012年
1月26日

○担当者がお客様のご主人様の老齢年金裁
定請求書を審査していた際に、お客様の受給
原簿を確認したところ、老齢基礎年金に係る
配偶者状態表示の入力誤りが判明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定時、ご主人様
は退職共済年金の定額部分を受給していな
かったため、本来、振替加算は発生しないに
もかかわらず、誤って加算すると処理したこと
によります。
○老齢基礎年金裁定請求書審査の際に、ご
主人様の年金受給状況の確認が不足してい
たことによるものです。

1名 過払い 583,574

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、老齢基礎年
金額加算開始事由該当届及び返納方
法申出書を受理しました。
○機構本部に再裁定関係書類を進達
しました。

○年金給付グループにおいて、老齢基
礎年金裁定時における振替加算の加
算開始時期は細心の注意を払い、配
偶者状態表示の審査を行うよう周知・
徹底しました。 内

部

91

特別支給
の老齢厚
生年金裁
定時に係
る雇用保
険被保険
者番号の
入力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 厚木
2009年
1月6日

2012年
2月3日

○お客様より、雇用保険を受給していないが
老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届
が送付されてきたとのお問合せがあり、確認
したところ、特別支給の老齢厚生年金裁定時
における雇用保険被保険者番号の入力誤り
が判明しました。

○老齢年金裁定請求書受付の際に、年金裁
定請求書に記載された雇用保険被保険者番
号と雇用保険被保険者証との確認不足により
ます。
○また、事務センターでも老齢年金裁定請求
書に添付された雇用保険被保険者証の写し
の確認が不十分であったことにより、記載誤り
に気付かないまま年金を裁定したことによりま
す。

1名 未払い 153,133

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、訂正処理することで了承
を得ました。
○機構本部に連絡の上、訂正報告書
類一式を進達し、処理が完了したことを
確認しました。
○お客様相談室長がお客様に再度お
詫びの上、支払時期をお伝えし、了承
を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書受付時における年金裁定請求書
記載内容と添付書類の確認の徹底を
周知しました。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、年金裁定請求書記載内容
と添付書類の確認について注意喚起し
ました。

外
部

92

特別支給
の老齢厚
生年金に
係る金融
機関コード
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
事務

センター
2011年

11月24日
2012年
2月2日

○機構本部より、新規裁定者の方の初回支
払が振込不能となった旨の連絡があり、確認
したところ、特別支給の老齢厚生年金の裁定
時における金融機関コードを誤って処理して
いることが判明しました。

○金融機関名称が類似していたため、年金裁
定請求書に誤った金融機関コードが記載され
ていましたが、担当者の審査時及び入力後の
確認においても誤りに気付かなかったことによ
ります。
○担当者の確認不足によるものです。 1名 未払い 353,049

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。
○担当者が金融機関コードの訂正入
力を行い、機構本部に再振込の処理を
依頼しました。
○処理が完了し、支払時期が確定した
ため、担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○年金給付グループにおいて、金融機
関名称が類似している場合の金融機
関コードの審査については、より慎重に
確認を行うよう周知しました。
○また、類似する金融機関について、
一覧表を作成し、審査誤り防止のため
各担当者に配布しました。

内
部

21



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

93

再裁定後
の未支給
年金の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部
2011年

11月16日
2012年
2月3日

○他グループより、再裁定後の未支給年金の
処理で支払予定額に疑義があるとの連絡が
あり、確認したところ、再裁定後に死亡された
方について、再裁定分が振込不能となってお
り、その分を含まず未支給年金を誤って裁定
していることが判明しました。
○再裁定後死亡者リストを確認したところ、他
に１８名のお客様に未払いとなっていることが
判明しました。

○未支給年金の支払の際に、再裁定後の未
払い分について、リストで確認した上で裁定す
べきところ、リストの確認を怠り、未支給年金
に含めずに裁定したものです。
○また、決裁においても気付きませんでした。

19名 未払い 7,653,484

○１９名のお客様あてにお詫びと説明
の文書を送付しました。
○振込処理を行い、お客様に未支給年
金が支払されたことを確認しました。

○再裁定後死亡者リストを複数名で確
認するよう周知・徹底しました。

内
部

94

配偶者加
給年金の
支給停止
処理漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部
2009年
5月11日

2012年
3月28日

○担当者が事務センターから進達された年金
受給選択申出書を審査していたところ、配偶
者加給年金の支給停止処理を漏らしていたこ
とが判明しました。

○担当者が生計維持申立書の処理の際に、
配偶者加給年金の停止処理をすべきところ、
処理を漏らしていました。
○担当者及び決裁者が支給停止の処理を漏
らしていることを見落していたことによります。

1名 過払い 786,176

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、過払い分の返納について了承を得
たため、支給額変更通知書、返納方法
申出書、年金受給選択申出書をお客
様あてに送付しました。
○お客様から返納方法申出書等を受
理し、加給年金の停止及び年金受給選
択申出書の処理を行い、返納方法申
出書を担当部署へ回付しました。

○担当者及び決裁者に、届出書の
チェックについて慎重に行うよう周知・
徹底しました。

内
部

95

障害厚生
年金裁定
時における
口座番号
の確認漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2011年
10月31日

2012年
4月13日

○コールセンターより、お客様のご家族から年
金の振込がない旨のお問合せがあったとの連
絡があり、確認したところ、障害厚生年金裁定
時における口座番号の確認漏れにより、障害
厚生年金裁定請求書に記載された口座番号
と添付された通帳（写）の口座番号が相違して
おり、年金が振込されていないことが判明しま
した。

○年金事務所におけるチェック時及び機構本
部における審査時において、裁定請求書に記
載されていた口座番号の誤りに気付かなかっ
たものです。

1名 未払い 1,950,742

○担当者がお客様のご家族にお詫び
の上、説明しました。振込の遅延につ
いてご納得いただけませんでした。再
度お詫びの上、経過とお詫びの文書を
送付することで了承を得たため、お客
様あてに送付しました。
○正しい口座番号に訂正し、再振込処
理がされたことを確認しました。

○審査時において、担当者、決裁者と
もに、口座番号について年金事務所の
確認印の有無を確認し、さらに通帳の
コピー等が添付されている場合は必ず
照合することを改めて周知・徹底しまし
た。 外

部

96

障害厚生
年金に係
る加給年
金対象者
の裁定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2012年
4月19日

2012年
5月16日

○他部署より、当部から回付した障害厚生年
金に係る加給年金額加算開始事由該当届に
ついて照会があり、確認したところ、お客様の
配偶者様を加給年金の対象として誤って登録
し、誤った年金証書等をお客様あてに送付し
ていることが判明しました。

○受給権発生後に婚姻された配偶者様を、受
給権発生時に加給年金額対象者として誤って
登録してしまいました。
○担当者の確認不足及び決裁においても誤
りに気付きませんでした。 1名 ― 0

○再裁定を行い、初回支払額に影響の
ないことを確認し、訂正後の年金証書
等とお詫びの文書をお客様あてに送付
しました。
○お客様から誤った年金証書等の返
送がありました。

○年金裁定請求書に加給年金額加算
開始事由該当届が添付されている場
合は、担当者及び決裁者は、配偶者様
の状況について慎重に確認するよう周
知・徹底しました。 内

部

97

障害厚生
年金裁定
時における
住所の入
力誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2012年
5月10日

2012年
5月23日

○年金事務所より、お客様から年金証書の住
所に誤りがあるとのお申出があったとの連絡
があり、確認したところ、障害厚生年金裁定時
における住所の入力誤りが判明しました。

○担当者が障害厚生年金裁定請求書の審査
の際に、お客様が裁定請求書に記入された住
所（郵便番号）の誤りを見落していました。
○入力後のチェック時においても誤りに気付
かなかったことによります。

1名 ― 0

○お客様あてに正しい住所に変更後の
年金証書及びお詫びと今後送付する
決定通知書についての説明文書を同
封し、送付しました。
○お客様から誤った年金証書の返送
がありました。

○年金裁定請求書に記載された郵便
番号とお客様の年金記録の郵便番号
との相互チェックを担当者及び決裁者
がともに行うことを周知・徹底しました。

外
部

22



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

98

老齢基礎
年金の繰
上げ請求
書の受理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 淀川
2010年

12月24日
2011年
4月5日

○お客様より、繰上げ請求したが、旧三共済
の特別支給の退職共済年金の定額部分の支
給停止について説明を受けていないとのお問
合せがあり、確認したところ、繰上げ請求書の
受理誤りが判明しました。

○繰上げ請求する場合、旧三共済の特別支
給の退職共済年金の定額部分の支給が停止
になる旨を説明をしていなかったため、お客様
が制度を十分理解されないまま繰上げ請求書
を受理したものです。

1名 過払い 259,331

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。取扱いについて、ブロック
本部と協議することとしました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、担当者がお客様に再度お
詫びの上説明し、今後支払される年金
で調整することで了承を得たため、機
構本部に訂正処理依頼書を進達しまし
た。
○処理が完了し、お客様に支払された
年金で調整がされていることを確認し
ました。

○お客様相談室において、年金額の説
明については適切・慎重を期すととも
に、疑義があれば確認し、説明不足を
防止するよう指導徹底しました。

外
部

100

老齢年金
裁定時に
おける農
林共済期
間の算入
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

広島 三原
2002年
5月23日

2012年
2月2日

○機構本部より再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、老齢年金裁定時における
農林共済期間の算入誤りが判明しました。

○お客様は農林共済の退職共済年金の受給
権が発生しないため、本来、農林共済期間を
厚生年金期間として裁定すべきところ、誤って
共済期間として裁定したことによります。
○審査担当者の認識不足によります。また、
決裁時においても誤りを発見できなかったこと
によるものです。 1名 未払い 127,184

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、ブロック本部と協議することで了承
を得ました。また、お客様に支払予定
時期を説明したところ、訂正内容は支
払通知書で確認するとのお申出があ
り、不明な点があった場合に連絡して
いただくよう依頼しました。
○ブロック本部より、訂正処理可能との
回答があり、機構本部に訂正処理依頼
書を進達し、処理が完了したことを確認
しました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書及び再裁定を受付する際の受給
者原簿の確認の徹底を周知しました。
○また、年金加入期間確認通知書等
の内容の確認を慎重に行うよう周知
し、点検連絡票のチェック欄に色付け
することで添付漏れ防止を図ることとし
ました。

内
部

101

老齢厚生
年金に係
る配偶者
加給年金
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

香川 善通寺
1995年
2月16日

2012年
2月3日

○お客様より、ご主人様死亡による未支給年
金の請求があり、事務センター回付前審査に
おいて確認したところ、お客様の老齢厚生年
金に配偶者加給年金の加算漏れが判明しま
した。

○お客様の特別支給の老齢厚生年金裁定の
際に、本来、配偶者状態表示を加給年金を加
算すると入力すべきところ、誤って加給年金を
加算しないと入力したことによります。
○裁定処理の際の担当者の確認不足及び入
力後の決裁においても誤りに気付かなかった
ものです。

1名 未払い 3,848,330

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。取扱いを機構本部
と協議することとしました。
○機構本部より、時効を適用せず支払
するとの回答があり、再裁定関係書類
一式を機構本部に進達し、処理が完了
したことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、窓口相談時
におけるご夫妻の加算額の確認を徹底
するよう周知しました。
○また、事務センター回付前事前審査
においても確認漏れがないよう周知し
ました。 内

部

99

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、過払い分は未払い分と調
整することで了承を得ました。また、年
金額仮計算書については、年金記録を
訂正し、年金額を再計算すると訂正し
ていただき受理しました。
○他年金事務所に年金記録（第四種）
の訂正を依頼し、お客様から提出され
た還付請求書を受理したことを確認し
ました。
○機構本部に再裁定関係書類一式を
進達し、処理が完了したことを確認しま
した。
○お客様相談室長がお客様に再度お
詫びの上、未支給年金の支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

年金額仮
計算書の
記載誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 桐生 2011年
10月13日

2012年
1月27日

○お客様より、未支給年金請求書の提出が
あった際に、年金記録が判明し、年金額仮計
算書を受理し、機構本部に進達しましたが、
返戻があり、確認したところ、年金額仮計算書
の記載誤りが判明しました。

○本来、複数の記録が判明した場合、増額又
は減額にかかわらず全ての記録について訂
正を行うか訂正を行わないか記載すべきとこ
ろ、年金額が増額する国民年金は記録を訂正
し、年金額を再計算するとして受理し、減額と
なる厚生年金は第四種期間を含む年金記録
の訂正は必要ないとして受理したことによりま
す。
○複数の年金記録訂正が行われた場合の再
裁定の対応についての認識誤りによるもので
す。

1名 その他 60,586

○お客様相談室において、複数の年金
記録が判明した場合の対応について、
資料を配布の上、再度周知しました。
○また、年金記録判明時の年金額仮
計算書の受理時の確認の徹底を周知
しました。

内
部

23
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102

年金加入
期間の確
認勧奨の
お知らせに
係る老齢
基礎年金
受給要件
の特例の
記載誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
年金
給付部

2012年
1月10日

2012年
3月16日

○ブロック本部より、日本年金機構で管理して
いる年金加入期間のみでは受給資格が確認
できない方に送付している、年金加入期間の
確認について（はがき）に誤りがある旨の連絡
があり、確認したところ、老齢基礎年金受給要
件の特例の記載に誤りがあることが判明しま
した。

○平成２４年１月以降の送付対象者の年金を
受けるために必要な加入期間を、厚生年金保
険及び共済組合等の加入期間の合計が２１
年（２５２ヵ月）以上と記載すべきところ、誤って
２０年（２４０ヵ月）以上と記載していました。
○作成時の内容確認が不十分であったことに
よります。

32,180
名

― 0

○年金事務所等に、お知らせを持参さ
れたお客様から受給資格期間について
の相談があった場合は、生年月日によ
り受給資格期間が異なる旨の説明を行
うよう依頼しました。
○また、正しく記載した様式に変更しま
した。

○お客様向けに送付するお知らせ文書
の校正確認を徹底し、特に制度改正に
係る内容については、ダブルチェックを
行うこととしました。

内
部

104

特例納付
保険料に
係る納付
勧奨の処
理遅延に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 平野
2010年
3月30日

2011年
8月22日

○機構本部に報告書を提出するため関係資
料を確認していたところ、特例納付保険料に
係る納付勧奨の処理遅延が判明しました。

○前任者が事務処理を途中のまま放置して
いたことによります。
○また、進捗管理が不十分であったことによ
るものです。

20事
業所

― 0

○担当者が１８事業所にお詫びの上、
経過を説明し、了承を得ました。また、
納付勧奨を完了しました。
○２事業所は、所在調査中で、引き続
き対応することとしました。

○年金記録課において、受付書類の進
捗確認を複数名により行い、処理遅延
を防止するとともに、課長による現物確
認を定期的に行うよう改めました。

内
部

105

脱退一時
金請求書
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
業務
渉外部

2011年
5月2日

2011年
9月28日

○お客様より、脱退一時金の支給額について
お問合せがあり、確認したところ、お客様から
提出された２枚の脱退一時金請求書のうち１
枚を処理していないことが判明しました。
○また、基礎年金番号の重複取消も行ってい
ませんでした。

○お客様から別の基礎年金番号が記載され
た２枚の請求書が提出されましたが、担当者
が同一の記載内容と誤認し、１枚の請求書の
支払処理を行い、もう１枚の請求書を処理不
要として支払済の書類に添付していました。
○お客様の基礎年金番号が重複していること
に気付かなかったことにより、本来、重複取消
を行い支払すべきところ、重複取消を行ってい
ませんでした。

1名 未払い 518,200

○担当者がお客様に連絡し、お詫びの
上、説明しました。
○基礎年金番号の重複取消及び再度
審査を行い、差額支払分の支給決定
通知書をお客様あてに送付しました。
○担当者がお客様に連絡し、再度お詫
びの上、支払されていることを確認し、
了承を得ました。

○脱退一時金裁定請求書の受付時
に、１つの封筒に複数の裁定請求書が
封入されていた際は、同一のお客様か
らの請求でないか確認することを周知・
徹底しました。

外
部

106

障害厚生
年金裁定
請求書に
係る金融
機関コード
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

本部
障害
年金
業務部

2011年
6月30日

2011年
8月17日

○年金事務所より、お客様から年金が振込さ
れていないとのお問合せがあったとの連絡が
あり、確認したところ、障害厚生年金裁定請求
書に係る金融機関コードの入力誤りが判明し
ました。

○委託業者の担当者が障害厚生年金裁定請
求書入力時に金融機関コードを誤って入力し
ていました。
○また、チェックリストの確認時においても見
落していたことによります。 1名 未払い 395,298

○年金事務所の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。再振込の時
期をお伝えし、了承を得ました。
○受取金融機関の補正処理を行い、
再振込処理がされていることを確認し
ました。

○委託業者に今回の事象を説明し、再
発防止策を含む報告書の提出を求め、
チェックリストの確認を行う際には、二
重チェックの徹底を図るため、チェック
者として管理者を配するよう改めたとの
報告がありました。

外
部

103

○お客様より、事務センターで処理する脱退
手当金請求書の未支給年金請求と機構本部
で処理する厚生年金遺族年金の未支給年金
請求を１枚の未支給年金請求書に厚生年金
遺族年金の年金コードと脱退手当金分と記載
し提出がありましたが、担当者の確認不足に
より脱退手当金の未支給年金請求分として使
用したため、厚生年金遺族年金の未支給年
金請求書が未処理となったことによります。
○未支給年金請求書が１部しか受理されてい
なかったこと、事務センターの担当者が受付
の際及び脱退手当金未支給年金処理の際に
十分確認していなかったことによります。

未支給年
金請求書
の進達漏
れについ
て 未

処
理
・
処
理
遅
延

東京
事務
センター

2011年
3月25日

2012年
1月12日

○担当者が未支給年金請求書の処理状況に
ついて受付簿で確認していたところ、未支給
年金請求書の進達漏れが判明しました。

1名 未払い 78,667

○年金事務所のお客様相談室長がお
客様にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。
○機構本部に事務センター処理済未
支給年金請求書の写により処理可能
であることを確認の上、機構本部に厚
生年金遺族年金未支給年金請求書を
進達し、処理が完了したことを確認しま
した。
○年金事務所のお客様相談室長がお
客様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、事務セ
ンターで処理すべき未支給年金請求書
に機構本部で処理すべき年金コードが
記載されていた場合の対応について再
度確認の上、周知しました。
○年金事務所に今回の事象を説明し、
事務センター処理と機構本部処理分が
同時発生する未支給年金請求書は、そ
れぞれお客様から提出していただくよう
に依頼しました。

内
部

24
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107

未支給年
金請求書
に係る口
座番号の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

本部
業務

管理部
2012年
4月16日

2012年
4月20日

○委託業者より、未支給年金請求書の口座
番号を誤って入力したとの報告があり、確認し
たところ、口座番号を誤って入力したことによ
り、未支給年金の振込が不能となったことが
判明しました。

○委託業者の担当者が未支給年金請求書の
口座番号を誤って入力したしたことによりま
す。
○また、委託業者が要領に基づく報告期限ま
でに入力誤りの報告をしなかったことにより、
訂正処理を行うことができませんでした。

1名 未払い 233,216

○再振込処理を行い、お客様あてにお
詫びと説明の文書及び未支給年金決
定通知書等を送付しました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は、引き続
き対応することとしました。

○委託業者より、再発防止に係る顛末
書の提出があり、要領等に定められた
取扱いの徹底を指示しました。

内
部

108

未支給年
金請求書
に係る金
融機関
コード等の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

本部
業務

管理部
2012年
5月15日

2012年
5月17日

○事務センターより、お客様から未支給年金
決定通知書に覚えのない金融機関名が記載
されているとのお問合せがあったとの連絡が
あり、確認したところ、金融機関コードの入力
誤りが判明しました。
○また、その後の調査により、他に３７名のお
客様の金融機関コード、口座番号等の入力誤
りが判明しました。

○委託業者が未支給年金請求書の金融機関
コード等を誤って入力していました。
○また、委託要領に基づく入力結果一覧表の
確認においても発見できなかったものです。

38名 未払い 5,147,360

○担当者がお問合せのあったお客様
にお詫びの上説明し、再振込の予定時
期をお伝えし、了承を得ました。
○未支給年金請求書に記載された金
融機関コード、口座番号等に訂正後、
再振込処理を行いました。

○委託業者より、再発防止に係る顛末
書の提出があり、要領等に定められた
取扱いの徹底を指示しました。

外
部

109

脱退手当
金支給済
期間に係
る厚生年
金期間照
会回答書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

兵庫 姫路
2009年
9月頃

2009年
12月18日

○機構本部より、再裁定関係書類の返戻があ
り、確認したところ、脱退手当金支給済期間に
係る厚生年金期間照会回答書の作成誤りが
判明しました。

○厚生年金期間照会に係る回答書作成の際
に、旧台帳により脱退手当金支給の有無を確
認すべきところ、確認を漏らしたことによりま
す。

1名 ― 0

○副所長がお客様にお詫びの上、経
緯を説明しましたが、了承を得られませ
んでした。
○お客様あてに、今回の顛末について
の文書を送付しました。
○副所長がお客様に再度お詫びし、年
金記録の確認申立書の提出を求め、
第三者委員会に回付することで了承を
得ました。

○年金記録課において、今回の事象を
説明し、旧台帳に係る年金記録につい
ては、旧台帳の確認漏れのないよう周
知・徹底しました。

内
部

110

年金記録
調査回答
書の作成
誤りについ
て

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

東京 世田谷
2011年
1月17日

2011年
1月27日

○A様より、ねんきん定期便による年金記録
調査回答書（以下、回答書という）に記載誤り
があるとのお問合せがあり、確認したところ、
回答書の作成誤りが判明しました。
○また、同様の誤りがないか再点検したとこ
ろ、B様についても同様の事象が判明しまし
た。

○担当者が回答書を作成する際に、本来、新
規フォーマットを使用すべきところ、誤って既
にデータ入力されて不具合が生じている
フォーマットを使用したため、回答書と回答書
控の内容が相違していました。
○担当者が、回答書を作成する際の確認が
不十分であったこと及び回答書とコンピュータ
記録の確認不足によるものです。

2名 ― 0

○担当者がA様及びB様にお詫びの上
説明し、回答書を差替することで了承を
得ました。
○A様及びB様あてにお詫び文書ととも
に正しい回答書を送付しました。A様か
ら誤った回答書の送付がありました。
○担当者がB様に再度お詫びし、誤っ
た回答書の返却を依頼したところ、廃
棄したとのお申出がありました。

○年金記録課において、回答書を作成
する際のフォーマットについては新規の
ものを使用するよう再確認しました。
○また、回答書については、コンピュー
タ記録と十分確認することを周知・徹底
しました。 外

部

111

国民年金
保険料納
付記録の
照会につ
いての回
答書の作
成誤りにつ
いて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

大阪 天満
2011年
2月8日

2011年
3月22日

○お客様から年金記録に係る確認申立書の
提出があり、添付資料である国民年金保険料
納付記録の照会についての回答書について、
氏名のフリガナが相違しているとのお申出が
あり、確認したところ、回答書の作成誤りが判
明しました。

○担当者が回答書作成の際に、前回使用し
たフォーマットにより作成し、フリガナ氏名の書
換えを漏らしてしまったことによります。
○作成時及び送付時における二重チェックが
漏れていたこと及び決裁時にも誤りに気付か
なかったことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、お客様に
誤った回答書と正しい回答書の差替を
依頼しました。
○正しい回答書を作成の上、お客様あ
てに送付しました。お客様より誤った回
答書の送付がありました。

○年金記録課において、回答書の作成
時及び送付時における複数名による
チェックを必ず行うよう周知・徹底しまし
た。
○決裁時においても、二重チェックを行
うこととしました。

外
部

25
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112

未支給年
金請求書
提出に係
る勧奨文
書の送付
誤りについ
て

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

千葉
事務

センター
2011年
6月22日

2011年
6月23日

○年金事務所より、お客様のご家族から未支
給年金請求書の提出依頼文書の送付があっ
たが、既に提出している旨のお問合せがあっ
たとの連絡があり、確認したところ、未支給年
金請求書提出に係る勧奨文書を誤って送付し
ていたことが判明しました。

○未支給年金請求書提出に係る勧奨文書の
作成の際に、お客様の未支給年金請求書の
受付状況の確認が不十分であったことによる
ものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しましたが、お客様は既に未支給年
金請求に係る書類を取得しており、費
用の弁済をしてほしいとのお申出があ
り、弁済できない旨をお伝えしました
が、ご理解いただけませんでした。
○お客様に費用の弁済ができない旨を
記載したお詫びと未支給年金の処理状
況を記載した文書を送付しました。
○その後、お客様からお問合せはあり
ませんが、お問合せがあった場合は引
き続き対応していくこととしました。

○お客様に文書を送付する際には、受
付処理状況等を十分に確認した上で送
付するよう周知・徹底しました。

外
部

113

返納金に
係る納入
告知書の
作成誤りに
ついて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

本部
業務

渉外部
2012年
2月27日

2012年
5月18日

○お客様より、送付した納入告知書に係るお
問合せがあり、確認したところ、返納金に係る
納入告知書の作成誤りが判明しました。

○再裁定に伴う返納告知書の作成の際に、
告知対象外の金額を算入し、誤って納入告知
書を作成していました。
○内容審査においても、誤りに気付きません
でした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。
○誤った納入告知の取消を行い、お客
様あてにお詫びの文書を送付しまし
た。
○担当者がお客様に改めてお詫びした
ところ、お客様より返納金を納付した旨
のお申出があり、後日誤って送付した
納入告知書の返送がありました。

○入力後に入力事項の確認だけでは
なく、入力内容の再確認を行うよう改め
ました。

外
部

114

ねんきん
定期便の
送付誤りに
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

本部
記録

管理部
2012年
1月20日

2012年
2月2日

○年金事務所より、年金事務所を経由してお
客様に送付するねんきん定期便が届かないと
の連絡があり、確認したところ、年金事務所に
送付せず、直接お客様に送付していることが
判明しました。

○委託業者に提供した、年金事務所を経由し
て送付するお客様を抽出するデータの一部に
不備があったことによります。
○委託業者においても、上記データとねんき
ん定期便作成のための情報から、該当するお
客様の確認がされていませんでした。また、委
託業者から提出された一覧表との確認が不
十分でした。

86名 ― 0

○再作成したねんきん定期便にお詫び
の文書を添えて年金事務所に送付し、
お客様からお問合せがあった場合の対
応を依頼しました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続き
対応していくこととしました。

○機構本部にてデータ作成する際に、
不備がないかのチェック機能を追加し
ました。
○委託業者より、プログラムの改修及
び運用方法の見直しを行った旨の報告
がありました。

内
部

115

通算老齢
年金に係
る受給要
件の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

徳島 徳島南
2011年
8月18日

2011年
8月25日

○お客様から死亡一時金の請求があり、事務
センターに回付したところ、通算老齢年金の受
給権ありとのことで返戻されたため、お客様に
年金請求手続きを説明し、年金裁定請求書を
受理する際に記録を確認したところ、通算老
齢年金に係る受給要件の説明誤りが判明しま
した。

○事務センターで死亡一時金の審査の際、本
来、国民年金の納付月数及び免除月数等に
より通算老齢年金の受給要件の有無を確認
すべきところ、誤って未納期間も含んで判断し
たことによります。
○また、当所でも受給要件の有無の確認を十
分行わなかったことによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。お客様あ
てにお詫びの文書を送付しました。
○事務センターに死亡一時金請求書を
回付し、決定されたことを確認しまし
た。

○お客様相談室において、通算老齢年
金の受給要件について再確認し、慎重
にお客様に対応するよう周知しました。
○また、事務センターに今回の事象を
情報提供し、注意喚起しました。

内
部

116

遺族厚生
年金受給
権者に係
る老齢年
金との併
給調整説
明誤りにつ
いて

説
明
誤
り

兵庫 西宮
2011年
3月29日

2011年
6月16日

○お客様より、年金額が増えていないとのお
申出があり、確認したところ、遺族厚生年金受
給権者に係る老齢年金との併給調整の説明
誤りにより、老齢基礎年金の繰上げ請求を受
理していたことが判明しました。

○本来、６５歳未満で複数の年金の受給権を
保有している場合は、遺族厚生年金と繰上げ
した老齢基礎年金及び特別支給の老齢厚生
年金の報酬比例部分は選択関係にあると説
明すべきところ、併給できると説明していまし
た。
○担当者の認識不足によるものです。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、説
明しました。取扱いについて、機構本部
と協議することとしました。
○機構本部より、老齢基礎年金繰上げ
請求を取消する旨の回答があり、担当
者がお客様に再度お詫びの上、老齢
基礎年金の繰上げを取消することで了
承を得ました。
○機構本部に老齢基礎年金繰上げ請
求の取消に係る書類一式を進達し、処
理が完了したことを確認しました。

○お客様相談室において、担当者のス
キルチェックを定期的に行い、知識の
不足している担当者については、所内
研修を行うこととしました。

外
部

26



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

117

未支給年
金の支払
に係る説
明誤りにつ
いて 説

明
誤
り

福岡 八幡
2011年
2月15日

2011年
6月16日

○機構本部より、お客様から未支給年金の支
払についてお問合せがあったとの連絡があ
り、確認したところ、未支給年金の支払に係る
説明誤りが判明しました。

○お客様のご主人様に加給年金の過払いが
あり、本来、過払いを未支給年金で調整する
旨説明すべきところ、誤って全額支払すると説
明したことによります。
○担当者の知識不足によるものです。

1名 ― 0

○副所長がお客様にお詫びの上、経
過を説明しましたが、了承を得られず、
機構本部に確認の上、回答する旨説明
しました。
○副所長がお客様に再度お詫びの
上、機構本部に確認の結果、過払い分
を未支給年金で調整するので支払はな
い旨をお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定請
求書等を受付する際の内容確認の徹
底及び過払い金がある場合の未支給
年金の取扱いを周知しました。

外
部

118

共済組合
加入期間
確認通知
書の所在
不明につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

千葉
事務

センター
2011年
7月19日

2011年
9月15日

○お客様より、共済組合加入期間確認通知書
の送付依頼文書が送付されたが、既に提出
済とのお申出があり、確認したところ、加入期
間確認通知書が所在不明となっていることが
判明しました。

○担当者が審査を行うため、年金記録を審査
時点のものに差替した際、誤って加入期間確
認通知書を引き抜き、廃棄したと思われます。
○お客様から受理した書類管理の不徹底に
よるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。
○お客様から委任状を受理し、共済組
合に加入期間確認通知書の再発行を
依頼しました。
○共済組合よりお客様の加入期間確
認通知書が送付され、年金裁定請求書
に添付し、裁定処理が完了したことを
確認しました。

○年金給付グループにおいて、年金記
録が印字された用紙の差替を行う際に
は、廃棄する前に他の添付書類等が混
入していないかどうか再確認してから
廃棄することを周知・徹底しました。

外
部

119

障害厚生
年金裁定
請求書の
所在不明
について

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2008年
12月頃

2011年
8月10日

○年金事務所より、お客様から提出した障害
厚生年金裁定請求書の進捗状況のお問合せ
があったとの連絡があり、確認したところ、お
客様の障害厚生年金裁定請求書が所在不明
であることが判明しました。

○お客様の障害厚生年金裁定請求書の入力
委託後の進捗管理の不足によるものです。
○システムによる進捗管理が正しく行われて
いなかったことによるものです。

1名 未払い 2,307,000

○裁定請求書を捜索しましたが、発見
できなかったため、年金事務所の裁定
請求書等の写しにより審査を行い、障
害手当金を決定し、お客様あてに決定
通知書、振込通知書及びお詫びの文
書を送付しました。
○お客様からお問合せはありません
が、今後お問合せがあった場合、引き
続き対応していくこととしました。

○システムの登録漏れを整備し、進捗
管理を徹底するよう職員に指示しまし
た。
○また、システムを活用し、処理が完結
していない裁定請求書等については、
定期的に処理状況を確認することを徹
底しました。

外
部

120

未支給年
金請求書
等の所在
不明につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

埼玉
事務

センター
2010年
3月頃

2012年
2月6日

○お客様より、死亡されたご主人様の６５歳裁
定請求書が届いたが、既に提出済の未支給
年金請求書の処理状況についてお問合せが
あったとコールセンターより連絡があり、確認
したところ、機構本部に進達した未支給年金
請求書等が当事務センターに返戻後、所在不
明となっていることが判明しました。

○年金給付グループ内の担当者間の引継ぎ
連絡の不備及び返戻書類の進捗管理の不備
によります。

1名 未払い 207,983

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、未支給年金
請求書等を再度記入していただき、受
理しました。
○機構本部に、訂正依頼書とともに未
支給年金請求書等を進達し、処理が完
了したことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○年金給付グループにおいて、今回の
事象を説明し、返戻書類に係る届書放
置、処理遅延防止のため、書類引継ぎ
の連絡を徹底し、進捗管理を確実に行
うよう周知しました。

外
部

121

共済組合
期間に係
る情報提
供誤りによ
る国民年
金保険料
の還付誤
りについて

記
録
訂
正
誤
り

本部
記録

管理部
2008年
7月2日

2012年
2月8日

○年金事務所より、平成２０年に共済組合か
らの資格取得年月日訂正情報により訂正処
理を行い、国民年金保険料を還付したが、平
成２３年の情報では元の資格取得年月日に戻
されているとの照会があり、確認したところ、
平成２０年の共済組合からの情報が誤ってい
たことにより訂正処理を行い、国民年金保険
料を還付していたことが判明しました。

○共済組合から誤った資格取得日訂正の情
報が提供されたことにより、共済組合期間に
引き続く直前の国民年金期間の喪失年月日
の訂正を行ったことによるものです。

1名 その他 10,422

○担当者がお客様にお詫びの上説明
し、誤って還付した国民年金保険料の
返納及び老齢基礎年金の再裁定申出
をしていただくことで了承を得ました。
○年金事務所に国民年金記録の訂正
及び再裁定の手続きを依頼しました。
○国民年金記録を訂正し、お客様が返
納金を納付され、再裁定に係る書類の
提出が年金事務所にあり、機構本部に
進達し、処理が完了したことを確認しま
した。

○共済組合に、情報提供データに誤り
がないように再発防止策を講じるよう申
し入れしました。

内
部

27



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

122

ねんきん
定期便等
の未送達
について 事

故
等

本部 総務部

2011年
9月
～

10月頃

2012年
2月20日

○郵便事業株式会社より、配達員が郵便物を
配達していなかったとの報告があり、確認した
ところ、ねんきん定期便２通及び公的年金源
泉徴収票１通が未送達となっていたことが判
明しました。

○郵便事業株式会社の配達員が郵便物を隠
匿したことによるものです。

3名 ― 0

○ねんきん定期便等を再発行し、郵便
物を郵便事業株式会社の担当者に手
渡ししました。
○郵便事業株式会社の担当者が３名
のお客様にお詫びの上説明し、配達を
完了した旨の報告がありました。

○郵便事業株式会社より、職員の指導
を徹底し、再発防止を図る旨の顛末書
の提出がありました。

外
部

123
～
128

不審電話
について

事
故
等

山形

埼玉

和歌山

香川

香川

沖縄

山形

秩父

田辺

高松東

高松西

浦添

2012年
6月

2012年
6月

○お客様より、「不審な電話があったので、確
認したい」とのお問合せがありました。

○次のような内容の電話連絡があったもので
す。
１）社会保険事務所や社会保険事務局を名乗
る者から、医療費の還付があるので、口座番
号を教えてほしいとの電話があったとのことで
した。（４年金事務所）
２）社会保険事務所や社会保険事務局を名乗
る者から、郵便で医療費の払い戻しの件につ
いてお知らせを送付したが、手続きをされてい
ないので、フリーダイヤルに連絡するようにと
の電話があったとのことでした。（２年金事務
所）

8名 ― 0

○現在、社会保険事務所や社会保険
事務局は存在しないことをお伝えしまし
た。
○また、医療費の還付金の取扱いは年
金事務所で行っていないこと及び折り
返しの電話をしないようお伝えしまし
た。

○日本年金機構内部にお客様に注意
を促すように指示しています。
○日本年金機構ホームページに、不審
電話及び不審な訪問に関する注意を
促す内容を掲載しています。

事
件
等

28



整理
番号

件名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

1

振込不能に
係る再振込
の不具合に
ついて 2010年

1月頃
2011年
8月22日

○振込不能対応のテストを行ったところ、振込不
能となった場合の再振込がプログラムの不具合
により行われていないことが判明しました。

○年金の支払が振込不能となり、その後に金融
機関変更が行われた場合、自動的に再振込を
行うことになっていますが、プログラム作成時の
調査が不十分であったことにより、再振込されな
かったものです。

5名 未払い 194,256

○プログラム修正を行い、５名のお客様の支
払処理を行いました。
○５名のお客様あてにお詫びと説明の文書
及び源泉徴収票を送付しました。

○プログラム作成時において、網羅的な検
討・確認を行うことを徹底していくこととしまし
た。

内
部

平成２４年２
月の年金定
期支払にお

○年金事務所より、お客様から税金が多く引か
れているとのお問合せが例年より多いとの連絡
があり 確認したところ 平成２４年分公的年金

○委託業者が受給者様から提出していただいた
扶養親族等申告書の電算処理において、一部
収録漏れを起こしたため 扶養親族等申告書を

○お客様あてにお詫びの文書を送付しまし
た。
○収録を漏らした扶養親族等申告書の処理

○調査委員会を設置し、誤りが生じた原因や
背景の事実確認と分析及び関係部署で策定
された再発防止策に対する評価を実施し 事

日本年金機構の平成24年6月分システム事故等一覧

2

期支払にお
ける所得税
の過徴収に
ついて

2011年
12月28日

2012年
2月10日

があり、確認したところ、平成２４年分公的年金
等の受給者の扶養親族等申告データの収録漏
れにより、所得税を多く源泉徴収していることが
判明しました。

収録漏れを起こしたため、扶養親族等申告書を
提出されなかった方として取り扱い、所得税を過
徴収したものです。 71,083

名
過徴収 1,666,985,363

○収録を漏らした扶養親族等申告書の処理
を行い、正しい源泉徴収税額を算出し、その
差額を平成２４年３月１５日に支払しました。

（平成２４年２月１３日、公表及び日本年金機
構ホームページに掲載済）

された再発防止策に対する評価を実施し、事
務処理の全体について検証を実施しました。

（平成２４年６月２１日、公表及び日本年金機
構ホームページに掲載済）

外
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